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Ⅰ はじめに～平成25年度「さがみはら教育」の主な動向～ 

 

相模原市教育委員会教育長 

岡 本  実 

 

 

本市教育委員会では、「人が財産（たから）」のさがみはら教育を基本理念として掲げ、自ら学

び、心豊かに生きる子どもたちをはぐくむとともに、市民が生涯にわたり学び続け、いきいきと

暮らす生涯学習社会の実現を目指し、昨年度も様々な取組を実施しました。 

 

学校教育分野では、4月に、支援が必要な児童・生徒に対して、きめ細かな支援を行う体制を

充実させるために、支援教育支援員を全校に配置しました。また、９月に「いじめ防止対策推進

法」が施行されたことを受け、「相模原市いじめの防止等に関する条例」と同様の基本理念を掲げ    

た「相模原市いじめ防止基本方針」と「学校いじめ防止基本方針」を本年３月に策定し、家庭、 

学校、地域、市その他の関係機関などの子ども

を取り巻く全ての大人が一体となって、子ども

の人権を尊重したまちづくりや、いじめ防止に

向けた取組を推進しました。さらに、本年３月

には、相模原市教育振興計画の施策分野別計画

である「さがみはら未来をひらく学びプラン後

期実施計画」と「新・相模原市支援教育推進プ

ラン中期改定版」をそれぞれ策定いたしました。

今後も、確かな学力の向上を目指した、魅力あ

る学校づくりや、効果的で一人ひとりに応じた

指導や支援ができる多様な学びの場づくりを総

合的・計画的に推進してまいります。 

 

教育環境分野では、安全性や快適性の向上に向け、校舎、屋内運動場、トイレ等の改修を実施

しました。特に、市立小・中学校屋内運動場改修事業については、屋内運動場が災害時の避難所

となるため、１０棟を改修しました。 

 

生涯学習・社会教育分野では、5月に、日本水泳連盟主催のジャパンオープン２０１３がさが

みはらグリーンプールで開催され、３日間で約１万５００人が観戦し、「観るスポーツ」を推進す

るとともに、スポーツによる市民の一体感を醸成しました。7月には、世界で初めて、光学顕微

鏡により、小惑星「イトカワ」微粒子を公開し、天文・宇宙に関する知識を広く普及することが

できました。また、公民館機能等の充実を図り、多様化する市民の学習ニーズに応えるため、小

山公民館の大規模改修を行いました。さらに、本年３月には、市内に拠点を置き活躍が著しいサ

ッカーチームのノジマステラ神奈川相模原を本市初の女子のホームタウンチームとして認定しま

【中学校の理科の授業風景】 



- 2 - 

した。今後も、市民のスポーツへの関心を高め、本市のホームタウンチームやアスリートの活動

を市民の皆様とともに支援し、スポーツ振興によるまちづくりを進めるとともに、市民の自主的

な学びを支援する環境づくりを進めてまいります。 

 

本報告書では、本市教育の歩むべき方向について触れており、子どもたちのより良い学びや市

民の豊かな学びのため、教育委員会が取り組んでいる姿を感じていただけると思います。教育委

員会の取組に係る点検・評価結果を踏まえ、「人が財産（たから）」の理念のもと、児童・生徒一

人ひとりの確かな学力と豊かな心や感性をはぐくむとともに、市民の皆様が学習・文化・スポー

ツ活動を通して交流を広げ、より充実した生活を営んでいただけるよう積極的に取り組んでまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【かみしばい＆創作紙芝居発表会の様子】    【人形劇（おはなしバスケット）の様子】 
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Ⅱ 相模原市教育振興計画について 

 

本市教育委員会では、教育分野における中心的な計画として「人が財産(たから)」を理念に相

模原市教育振興計画（平成２２年３月策定。計画期間：平成２２年度～平成３１年度）を策定し、

この計画に基づき施策を展開しています。 

本報告書の「Ⅳ 点検・評価結果」（5～8 ページ）では、「当該計画が着実に推進されている

か」を明確にするため、この計画における基本目標（①学校教育、②生涯学習・社会教育、③家

庭・地域の教育）ごとに、点検・評価結果を総括的に示します。 

※相模原市教育振興計画の市ホームページにおける掲載ページ 

トップページ⇒教育委員会⇒教育施策の情報（主な施策・教育指針）⇒相模原市教育振興計画 

 
＜相模原市教育振興計画の構成＞ 
 
                              [基本方針] 
[めざす人間像]      [基本目標] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

家
族
や
郷
土
を
愛
し 

広
く
世
界
に
目
を
向
け 

自
ら
学
び 

心
豊
か
に
生
き
る
人 

広く世界に目を向け、自ら

学び、ともに心豊かにたくましく

生きる子どもを育成します 

市民が生涯にわたり学び続

け、いきいきと暮らす生涯学習

社会を創造します 

家族や郷土を愛し、ともに

心豊かに暮らす地域社会の形

成に向けて、家庭や地域の教

育力を高めます 

学校教育 

① 社会の変化を踏まえ、生きる力を育む学校教育

を推進します。 

② 支援を必要とする子ども一人ひとりの教育的ニ

ーズに応じた取組みを充実します。 

③ 学校教育の充実に向けた人材の確保と育成を進

めます。 

④ 子どもの学びを支える学校教育環境を整備･充

実します。 

⑤ 地域に根ざした特色ある学校運営をめざしま

す。 

生涯学習・社会教育 

⑥ 多様化する学習ニーズに対応した生涯学習・社

会教育の機会や施設を充実します。 

⑦ 市民主体の生涯学習・社会教育活動を支援します。 

⑧ スポーツ・レクリエーション活動を支援し、施

設を充実します。 

⑨ 市民との協働による文化財の保存と活用を進め

ます。 

家庭・地域の教育 

⑩ 子どもの健やかな成長を支える家庭教育力の向

上を促進します。 

⑪ 地域全体で子どもを見守り、育てる活動を支援

します。 

⑫ 郷土を学び、郷土に親しむ活動を促進します。 

[基本理念]  人が財産（たから） 
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Ⅲ 相模原市教育委員会の点検・評価について 

 
本報告書は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の趣旨

にのっとり、効果的な教育行政の推進を図るため、平成２５年度の教育委員会の取組について教

育委員会が自ら点検・評価するとともに、その結果を公表することで、市民への説明責任を果た

すことを目的として、毎年度作成するものです。この点検・評価を通して、「相模原市教育振興計

画が着実に推進されているか」を明確にします。 

また、点検・評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るこ

ととされています。 

※これまでの報告書の市ホームページにおける掲載ページ 

トップページ⇒教育委員会⇒教育施策の情報（主な施策・教育指針）⇒教育委員会の点検・評価について 

 
  

 

 

 

 

本報告書では、次ページ以降、次の内容を報告します。 

 

○点検・評価結果 

 教育委員会の取組についての点検・評価結果を、相模原市教育振興計画の基本目標（①学校 

教育、②生涯学習・社会教育、③家庭・地域の教育）ごとに示します。 

 

○学識経験を有する者からのご意見 

教育委員会の点検・評価を行うに当たって、学識経験を有する方々からいただいたご意見を 

掲載します。 

 

○成果指標と個別事業ごとの点検・評価結果 

 「点検・評価結果」の基となった成果指標の数値の推移、個別事業ごとの点検・評価結果を、 

相模原市教育振興計画の基本目標ごとに示します。 

 

○相模原市教育振興計画 主な施策の取組状況 

 相模原市教育振興計画に掲げる主な施策ごとに、具体的な事業・取組の状況を掲載します。 

 

○教育委員・教育委員会の活動状況 

 教育行政の中心的な役割を担う教育委員の活動や会議について、報告します。また、教育委 

員の教育に対する考え方等が市民の皆様により身近に伝わるよう、教育委員の活動後記を掲載 

します。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

第２７条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を

行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の

活用を図るものとする。 
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Ⅳ 点検・評価結果 

 3ページに掲載した相模原市教育振興計画における基本目標ごとの基本方針に沿って点検・評価

結果を示します。この評価結果は、それぞれの基本目標の成果指標の数値の推移、個別事業の点検・

評価結果が基になっています。 

※「成果指標の数値の推移」（Ｐ１２・１３） 
※「個別事業ごとの点検・評価結果」（Ｐ１４～２７） 

１ 学校教育                          

①課題と取組の方向性 
②平成２５年度の具体的な取組 

（①に対応する主な関連事業） 

③効果と今後の取組 

（②による効果と今後の取組） 

社会の変化を踏まえ、生きる力を育む学校教育を推進します。 

○児童・生徒の相互理解を深め、

中学校へ進学する際の不安を和

らげるとともに、学力向上のた

めの効果的な取組を継続する必

要があります。 

○義務教育９年間の学びの連続 

性を大切にした学校づくりや 

確かな学力の向上を目指して、 

小・中連携教育推進事業（Ｐ１４）、

学校教育研究事業（Ｐ１６）、

体験学習推進事業（Ｐ１４）を

実施しました。小・中学校間の

授業交流や児童・生徒交流、授

業改善等の取組を強化しまし

た。 

 

○成果指標「学校を楽しいと感じ

る児童・生徒の割合」及び「授

業が分かりやすいと感じている

児童・生徒の割合」が上昇して

います。義務教育９年間にわた

る学校生活や学びの連続性を大

切にした学校づくり等の体制整

備について実態把握を行いなが

ら、引き続き取組を行います。 

 

 

○いじめ問題への対応に関して

は、子どもたちが問題や悩みを

ひとりで抱えることのない支援

体制づくりに取り組む必要があ

ります。 

○人権・児童生徒指導班を新設し、

いじめ相談ダイヤルを開設する

とともに、学校巡回訪問を通し

て、学校の抱える課題への支援

体制を強化しました。 

○いじめ相談ダイヤルや学校巡回

訪問を通して、小さないじめも

見逃さない学校体制づくりの支

援ができ、いじめの認知件数が

増加しました。 

 

 ○３月に「いじめの防止等に関す

る条例」を制定するとともに「市

いじめ防止基本方針」を策定し

ました。これらを参酌して各学

校で「学校いじめ防止基本方針」

を作成しました。 

 

 

○「市いじめ防止基本方針」や「学

校いじめ防止基本方針」に沿っ

て、児童・生徒の人権意識の向

上や自己有用感を育成する取組

などを実効的に進めます。 

支援を必要とする子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた取組みを充実します。 

○一人ひとりの状況を的確に把握

した上で支援体制を構築し、充

実させていくことが必要であ

り、就学後も子どもの成長に応

じた支援を継続する必要があり

ます。 

○支援を必要とする児童・生徒の

保護者や学校の多様なニーズに

対応するため、特別支援教育事

業（Ｐ１７）、青少年・教育相

談事業（Ｐ１６）を実施し、支

援教育支援員の配置や支援教育

指導員による巡回相談、青少年

教育カウンセラーを派遣するな

ど、校内支援体制の充実を図り

ました。 

 

○青少年教育カウンセラーの小中

連携型配置を進めたことや相談

指導教室における相談・指導を

適切に行った結果、成果指標「相

談指導教室への通級により、学

校復帰、進学、就職等をした児

童・生徒の割合」については上

昇しているため、継続した取組

を行います。 
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学校教育の充実に向けた人材の確保と育成を進めます。 

○教職員研修については、「授業

力向上」「いじめ問題への対応」

が課題となっています。そのた

め、教育委員会の各課が連携し、

実効性のある研修を実施する必

要があります。 

○教職員研修事業（Ｐ１８）では、

研修における協議を充実させ、

受講者一人ひとりの成果や課題

を明確にし、ＰＤＣＡサイクル

の推進など学校内での実践につ

ながる実効性のある研修を実施

しました。また、研修形態や実

施時期等の工夫により、多くの

教職員が研修に参加できるよう

になりました。 

○成果指標「研修の成果を教育活

動に生かそうとする教師の割

合」は増加しており、今後も研

修成果を学校内の実践に生かす

ことができるよう継続して取り

組むとともに、学校・教職員個々

のニーズや今日的教育課題に対

応した研修を実施します。成果

指標「教職員１人当たりの研修

参加回数」は、昨年度同様の高

い数値となっていることから、

今後も各研修のねらいや研修効

果を明確にし、講師の人選や会

場の工夫も図ります。 

 

○大量退職・大量採用に伴い、若

手教員の授業力、学級経営力の

向上が求められています。その

ため、これまでの教員志望者の

人材養成に加え、現職教員を対

象とした人材育成としてのさが

み風っ子教師塾のあり方を考え

る必要があります。 

○これまで培ってきた教師塾の理

念や役割を継承し、教員志望者

の人材養成及び確保を行うとと

もに、「さがみ風っ子教師塾あ

り方検討委員会」を設置し、現

職教員育成も含めた今後の在り

方についての検討を進め、２コ

ース併設の方向性を確立しまし

た。 

○塾生の教育への情熱や意欲的な

学びの姿から、第５期において

も一定の成果をあげることがで

きました。第６期については、

学校等への説明及び各関係機関

への周知を行い、開講に向けて

の準備を進めてきました。今後

は、コースごとのねらいをより

明確にし、カリキュラムの充実、

運営方法の工夫に努め、塾生の

確かな学びの獲得と、円滑な運

営に向け、取組を進めます。 

 

子どもの学びを支える学校教育環境を整備･充実します。 

○子どもたちの安全や適切な学習

環境を確保するため、長期的な

視野に立った計画的な教育環境

を整備していく必要がありま

す。 

○安全性や快適性の向上に向け、

校舎、屋内運動場、トイレ等の

改修を実施しました。特に、市

立小・中学校屋内運動場改修事

業（Ｐ２０）については屋内運

動場が災害時における避難所と

なるため、１０棟を改修しまし

た。 

 

○成果指標「学校トイレの改修箇

所」については、着実に増加し

ているため、新・相模原市総合

計画中期実施計画に基づき、継

続した取組を行います。また、

環境整備に当たっては、コスト

面などを考慮しながら取組を進

めます。 

 

地域に根ざした特色ある学校運営をめざします。 

○学校が抱える課題の解決のた

め、教育委員会の体制を整備す

るとともに、家庭・地域・関係

機関が連携できる仕組みを整備

する必要があります。 

 

○家庭・地域・関係機関が連携で

きるよう、５月と１１月をいじ

め防止月間に位置付け、一体と

なったあいさつ運動の取組やい

じめ防止フォーラムの開催をし

ました。 

 

○いじめ防止フォーラムにおい

て、児童・生徒の発表の機会を

設けることで市民の意識啓発を

図ることができました。今後も

より多くの市民への啓発が図ら

れるよう内容の充実等を進めま

す。 
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２ 生涯学習・社会教育                     

①課題と取組の方向性 
②平成２５年度の具体的な取組 

（①に対応する主な関連事業） 

③効果と今後の取組 

（②による効果と今後の取組） 

多様化する学習ニーズに対応した生涯学習・社会教育の機会や施設を充実します。 

○市民の多様化する学習ニーズに

対応した学習機会として市民大

学を開催すると同時に、広報活

動を充実させ、新たな受講者の

拡大を進める必要があります。 

○市民のニーズを過去のアンケー

トから的確に把握し、各機関に

周知を行い、講座内容の充実を

図りました。また、受益者負担

金、講師謝礼の見直しを行いま

した。 

○アンケートの活用によるニーズ

を踏まえた講座開催により、１

講座当たりの申込者数が増加し

ました。また、受益者負担金を

実態に合ったものに見直し、多

様な講座の開催が可能となりま

した。今後は、事業の開始から

５０年が経過することを踏ま

え、事業の成果、内容について

改めて検証を行います。 

 

○市民の多様化する学習ニーズに

対応するため、博物館の特色を

生かした学習機会づくりに取り

組む必要があります。 

○宇宙教育普及事業（Ｐ２３）で

は、多くの方に宇宙に関心を持

ってもらえるよう「さがみはら

宇宙の日」と題した各種講演会

やワークショップを定期的（月

１回）に開催しました。また、

ＪＡＸＡと連携し、企画展の開

催やオリジナルのプラネタリウ

ム番組の作成を行いました。 

 

○ＪＡＸＡと連携した企画展やプ

ラネタリウム番組の制作は、話

題性も高く、成果指標「博物館

入館者数」も増加しているため、

今後も同様の取組を継続しなが

ら、普及効果を高めていきます。 

 

市民主体の生涯学習・社会教育活動を支援します。 

○公民館等で学んだ成果を地域に

還元する仕組みを構築し、市民

が学んだことを教え合うことが

求められています。 

 

○公民館活動事業（Ｐ２１）とし

て、「公民館のあり方検討会」

で検討を行い、地域還元を推進

していく要綱を制定しました。 

 

 

○制定した要綱に基づき、各公民

館で事業実施に取り組み、様々

な場面で学習活動の成果が循環

できる知の循環型社会づくりを

推進します。 

スポーツ・レクリエーション活動を支援し、施設を充実します。 

○生涯スポーツ社会の実現、豊か

なスポーツライフの実現に向け

て、自らが「する」スポーツの

推進に加え、身近で一流のプレ

ーを観戦できる大会を誘致し、

スポーツに触れる機会の増加に

取り組む必要があります。 

○国内トップレベルの大会とし

て、ジャパンオープン2013（競

泳）を誘致し、約10,500人が観

戦しました。また、ホームタウ

ンチームとの連携・支援事業（Ｐ

２４）としてホームタウンチー

ムのホームゲームの開催を広報

さがみはら等で周知し、市民の

観戦機会の増加に努めました。 

 

 

 

 

 

○成果指標「スポーツ施設の利用

者数」は、施設の改修工事や冬

の大雪の影響等により減少に転

じましたが、トップレベルの大

会を開催したグリーンプールや

ギオンスタジアムの利用者数は

増加しているため、継続してト

ップレベルの大会誘致に取り組

みます。 
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市民との協働による文化財の保存と活用を進めます。 

○文化財の保存・活用は地域と市

民の理解と協力が必要不可欠で

あり、協力・協働を促進してい

く必要があります。 

○文化財の保存・活用促進事業（Ｐ

２５）として、市民協働の促進

を目指して、文化財関連団体を

支援し、公開活用や文化財保護

の普及・啓発を推進しました。

また、市民ボランティアの文化

財調査・普及員を育成・指導し、

文化財保護や普及事業を協働し

て推進しました。 

○成果指標「文化財普及活動への

ボランティア参加者数」につい

ては、文化財普及活動への市民

ボランティアの参画を進めたこ

とにより増加し、多くの市民の

協力・協働がなされました。今

後も、団体への支援を継続する

とともに、ボランティア参加者

を増やし、市民との協働による

事業に取り組みます。 

 

３ 家庭・地域の教育                      

①課題と取組の方向性 
②平成２５年度の具体的な取組 

（①に対応する主な関連事業） 

③効果と今後の取組 

（②による効果と今後の取組） 

子どもの健やかな成長を支える家庭教育力の向上を促進します。 

○家庭の教育力向上のため、保護

者の学習機会の充実が求められ

ています。そのため、学校・家

庭・地域が主体的に連携し、家

庭教育力の向上につながる事業

を実施する必要があります。 

○参加者拡大等を目指して、家庭

教育啓発事業（Ｐ２６）におい

て、ＰＴＡとともに事業評価を

実施し、事業・運営内容の振返

りを行いました。また、家庭教

育力の向上をめざして、星が丘

公民館及び中央公民館では、公

民館サークル、館区内の幼稚

園・保育園、小学校、ＰＴＡ等、

関係機関と連携した家庭教育支

援講座を実施しました。 

 

○ＰＴＡの事業評価により、目標

の達成度や改善点等が明確にな

り、より効果的な事業運営が可

能となりました。しかし、成果

指標「子どもとのコミュニケー

ションが図られていると感じる

保護者の割合」は減少に転じた

ため、今後は参加対象者の実態

や意見を踏まえながら、継続し

て取り組んでいきます。 

 

地域全体で子どもを見守り、育てる活動を支援します。 

○学校と地域が協働・連携して教

育活動を充実させ、活力ある地

域社会づくりを進める必要があ

ります。 

○３年間のモデル事業を経て、小

学校３校、中学校３校の計６校

に「学校と地域の協働推進コー

ディネーター」を配置し、学校

を中心とした地域団体等との連

絡組織に事業を委託する中で、

協働推進体制の構築に向けた取

組の充実を図りました。 

○地域の方々も対象としたイベン

トの実施やコーディネーター通

信の発行、夏季休業日や休日の

ボランティア活動などの地域の

特色にあった新しい活動も実践

されたことから、引き続き協働

推進体制の拡充に向けた支援を

行っていきます。 

郷土を学び、郷土に親しむ活動を促進します。 

○郷土の歴史や文化・自然を伝え

る文化財は市民の貴重な財産で

あり、地域の歴史や文化を学び、

次の世代へ継承していくため

に、文化財に親しむ機会を提供

するとともに、周知方法を充実

させる必要があります。 

○積極的な文化財の公開を通して

普及・啓発の促進を目指し、文

化財関係施設における各種普及

事業の実施やイベント情報につ

いて、広報紙・ホームページ等

を活用した周知活動を実施しま

した。 

○成果指標「古民家園及び史跡田

名向原遺跡旧石器時代学習館

（旧石器ハテナ館）の入館者数」

については、悪天候の影響で事

業中止があったことから減少し

ました。今後は、市民への分か

りやすい周知等を検討し、普及

事業の更なる充実を図ります。 
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Ⅴ 学識経験を有する者からのご意見 

点検・評価を多角的な視点から実施し、その客観性を高めるため、点検・評価を行うに当たって

は、次のとおり教育に関し学識経験を有する者と教育委員との意見交換会を実施しました。 

 

【日 時】 平成26年5月26日（月） 午後６時５0分～午後8時４0分 

【場 所】 相模原市役所第２別館５階 教育委員会室 

【出席者】 ＊学識経験者＊ 

       桜美林大学 総合科学系 教授        阿久根 英昭 氏 

玉川大学大学院 教育学研究科 主任教授   坂野 慎二 氏 

相模原市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会 顧問  鈴木 究 氏 

      ＊教育委員会＊ 

       小林 政美 委員長  大山 宜秀 委員長職務代理者  福田 須美子 委員   

岡本  実 教育長 

      ＊教育委員会事務局＊（オブザーバー参加） 

       小野澤 敦夫 教育局長  大貫 守 教育環境部長  土肥 正高 学校教育部長 

       小山 秋彦 生涯学習部長  鈴木 英之 教育総務室長 

金井 秀夫 総合学習センター所長  長嶋 正樹 学校教育部参事 

西山 俊彦 学校教育課長  馬場 博文 学務課長  山口 和夫 学校施設課長 

小森 豊 生涯学習課長 

【テーマ】 教育委員会として重点、または今後課題のある次の５事業に対して、学識経験を有す   

      る者の知見を活用し、今後の事業実施に反映させる。 

      （１）小・中連携教育推進事業  （２）児童・生徒健全育成事業 

      （３）学校環境整備事業     （４）公民館活動事業 

      （５）家庭教育啓発事業 

＜学識経験を有する者からの主なご意見＞ 

○ 事業展開に当たっては、現状把握できる具体的なデータを用いて、それをこのようにしたいと

いう「見える化」が必要であり、そこから数値を上げるための戦略を考えることが必要である。 

○ 各学校で実施しているアンケートについて、重点施策と思われる項目については様式を統一す

ることで、経年変化の様子や、事業実施の有無による学校間の相違等が見えるのではないか。 

○ 家庭・地域の教育における分野では、事業に参加する必要性のある人ほど、参加していないの

が現状ではないか。アプローチの方法も考えながら、こちらから行動を起こすことが必要では

ないか。 

○ 子どもたちが楽しく学校に通学するための環境整備をすることが教育の根源であると考える。 

そのために、現場の声を吸い上げ、足りない部分を把握し、その観点から事業方針を定めてい

くことが大切ではないか。 

○ 学校環境整備について、快適な環境づくりが整った後、その効果を計るに当たっては、コスト

面も考慮することが必要ではないか。 
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Ⅵ 成果指標と個別事業ごとの点検・評価結果 

 

「Ⅳ 点検・評価結果」の基となった基本目標ごとの成果指標の数値の推移及び個別事業ごと

の点検・評価結果を示します。 

 

＜個別事業の抽出の基準について＞ 

 本市では、毎年度、局ごとにその年度の目標を示す「局運営方針」を作成し、公表しています。

教育局においても、相模原市教育振興計画の内容に基づき、毎年度「教育局運営方針」を作成し

ています。平成２５年度の「教育局運営方針」の掲載事業から、以下の基準に基づき、点検・評

価の対象となる事業を抽出しました。 

  

 （個別事業抽出基準） 

  ＊教育局運営方針掲載事業のうち、相模原市教育振興計画に掲げる重点プロジェクト事業 

  ＊教育局運営方針掲載事業のうち、予算規模の大きい事業（ソフト事業５００万円、ハード

事業１億円以上）で、単年度事業、義務的経費、維持補修費等、法定事業等で裁量の余地

の少ない事業を除く 

＊教育局運営方針掲載事業のうち、新規事業 

＊教育局運営方針掲載事業に関わらず教育委員が特に点検・評価が必要と認める事業 

 

このことにより、個別事業におけるＰ（Plan）Ｄ（Do）Ｃ（Check）Ａ（Act）サイクルを

徹底し、時代変化に対応しつつ、相模原市教育振興計画の着実な推進を図ります。 

※局運営方針の市ホームページにおける掲載ページ：トップページ⇒市政情報⇒市政運営⇒局・区運営方針 

 

＜点検・評価の実施方法、視点について＞ 

 個別事業ごとの点検・評価については、次の視点を踏まえ、総合的に行いました。 

 

  ◎「目的」 

   ・事業の目的が相模原市教育振興計画の基本目標、めざす姿等の実現に照らし適当か。 

   ・補完性の原則等の観点から、行政が実施すべき必然性があるか。 

  ◎「手段」 

   ・事業の目的に照らし取組内容は妥当か。 

   ・事業計画の内容が着実に実施されているか。事業遂行段階で、より効率的、効果的な手

段がある場合、それを選択したか。 

  ◎「成果」 

   ・事業実施により成果が得られているか。 

・投じた資源（予算・人材・時間等）に対して得られた成果は妥当か。（費用対効果） 

   ・特性上、長期的成果を見込む事業では、当該事業実施に伴う変化や徴候を見極めつつ計

画的な事業展開をしているか。既に開始から一定期間が経過している事業では、成果が
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得られつつあるか。 

 

 上記の視点を踏まえ、今後の事業の方向性について、事業ごとに、補足的に次の４分類で示し

ます。 

 

  ●特に推進 

   事業の目的、手段共に適切であり、現に顕著な成果を上げていることから、引き続きより 

積極的に推進していく事業 

事業の目的、手段共に適切であるが、新しい教育課題等のため取組に不十分な点があるこ 

とから、今後積極的に推進していく事業 

 

◎推進・促進 

   事業の目的、手段共に適切であり、着実な成果も見られることから、概ね現行どおりの方 

法・手段等で推進していく事業（実施方法等の一部改善を含む。） 

 

○改善・再構築 

   事業の目的は適切であるが、より効率的、効果的な事業推進をめざし、実施方法・手段等 

について改善を行った上で推進していく事業（実施方法等の見直しを行うもの） 

 

◇終了・廃止 

   事業目的を達成し終了する事業又は時代や環境の変化等に伴い、さがみはら教育の目標、 

めざす姿の実現に対し寄与する部分がなくなり、若しくは著しく少なくなっていることから 

廃止する事業 

 

 

 

 

 
相模原市教育振興計画（１０年間） 

＜教育局運営方針＞ 
１年間の方針 

＜点検・評価＞ 
推進、 
改善・再構築 等 

相模原市教育振興計画の内容に基づいた教

育局運営方針の主な事業の点検・評価を行

い、予算、教育局運営方針に反映すること

で、 

       ↓ 

相模原市教育振興計画の着実な推進と、 

時代変化に対応した事業展開を実施 

＜参考＞ 
点検・評価 イメージ図 



成果指標の数値の推移

　　　広く世界に目を向け、自ら学び、
   　　　ともに心豊かにたくましく生きる子どもを育成します

学校を楽しいと感じる児童・生徒の割合

授業が分かりやすいと感じている児童・生徒の
割合

＊子どもたちは、「よりよく生きたい」との意欲を持ちながら、夢や希望に満
ちた学校生活を送っています。

体験学習をして良かったと感じる児童・生徒の割
合

＊子どもたちには、「もっと学びたい」、「もっと知りたい」という気持ちが溢(あ
ふ)れています。

友人の気持ちを考えて遊んでいる児童・生徒の
割合

支援を必要とする子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた取組みを充実
します。

相談指導教室の通級により、学校復帰、進学、
就職等をした児童・生徒の割合

（めざす姿） ＊子どもたちはみんな、楽しく、いきいきと学んでいます。 学校を楽しいと感じる児童・生徒の割合

学校教育の充実に向けた人材の確保と育成を進めます。
研修の成果を教育活動に生かそうとする教師の
割合

（めざす姿） ＊優れた資質を持った教職員が、子どもたちを育んでいます。
＊教職員は、保護者や市民から信頼されています。

教職員１人当たりの研修参加回数

子どもの学びを支える学校教育環境を整備･充実します。 学校トイレの改修箇所

（めざす姿）

＊子どもたちは、快適な学校でのびのびと学び、運動しています。
＊安全で安心な給食を食べ、子どもたちは健やかに成長しています。
＊子どもたちは、充実した教育環境のなかで、豊かな体験学習をしていま
す。

ふるさと自然体験教室の活動協力者の数

地域に根ざした特色ある学校運営をめざします。

（めざす姿） ＊学校と家庭、地域が一体となった教育活動が展開されています。

　　　市民が生涯にわたり学び続け、
   　　　いきいきと暮らす生涯学習社会を創造します

多様化する学習ニーズに対応した生涯学習・社会教育の機会や施設を充
実します。

公民館の施設利用率

＊市民は、いつでもどこでも、学びたいことを学んでいます。 市民１人当たりの図書の貸出冊数

＊市民は、いきいきと学び、心豊かに毎日を送っています。 博物館入館者数

市民主体の生涯学習・社会教育活動を支援します。
公民館における発表・展示及びつどいの開催回
数

（めざす姿）
＊市民が、学んだことを教えあっています。
＊市民は、学びをとおして特色ある地域づくりを進めています。

生涯学習まちかど講座の実施件数

スポーツ・レクリエーション活動を支援し、施設を充実します。 スポーツを定期的に行う市民の割合

（めざす姿）
＊スポーツに親しむ環境が整備されています。
＊市民がスポーツを定期的に楽しんでいます。 スポーツ施設の利用者数

市民との協働による文化財の保存と活用を進めます。 文化財普及活動へのボランティア参加者数

（めざす姿）   ＊市民は文化財に親しみ、文化財を生活に生かしています。 文化財の指定・登録件数

　　  家族や郷土を愛し、ともに心豊かに暮らす地域社会の形成に向けて、
   　　  家庭や地域の教育力を高めます

子どもの健やかな成長を支える家庭教育力の向上を促進します。
公民館の家庭教育・子育て学習講座の参加者
数

（めざす姿） ＊市民は、子育てについて学び、交流しています。
子どもとのコミュニケーションが図られていると
感じる保護者の割合

地域全体で子どもを見守り、育てる活動を支援します。
地域の子どもへの育成活動に参加した市民の
割合

（めざす姿） ＊市民には「地域で子どもを育てる」という意識が根付いています。
地域、保護者による学校支援ボランティアを活
用している小・中学校の割合

郷土を学び、郷土に親しむ活動を促進します。

（めざす姿）  ＊市民は、郷土相模原の歴史や文化に親しんでいます。

基本方針　　１ 社会の変化を踏まえ、生きる力を育む学校教育を推進します。

（めざす姿）

基本目標                            　指標

基本方針　　２

基本方針　　３

基本方針　　４

基本方針　　８

基本目標                            　指標

地域、保護者による学校支援ボランティアを活
用している小・中学校の割合

基本方針　　５

基本方針　　６

（めざす姿）

基本方針　　７

基本方針　　９

基本目標                            　指標

基本方針　　１０

基本方針　　１１

基本方針　　１２
古民家園及び史跡田名向原遺跡旧石器時代学
習館（旧石器ハテナ館）の入館者数

1.学校教育

2.生涯学習・社会教育

3.家庭・地域の教育

- 12 -



●特に推進　◎推進・促進　

計画開始時 現状値 目標値
Ｈ２０ Ｈ２５（ａ） Ｈ３１（ｂ）

90.0% 89.0% 89.2% 97.0 92.0%

80.5% 81.5% 81.8% 99.2 82.5%

70.0% 74.3% 75.6% 94.5 80.0%

88.7% 88.7% 110.9 80.0%

82.4% 83.5% 84.2% 96.8 87.0%

90.0% 89.0% 89.2% 97.0 92.0%

95.7% 98.6% 99.2% 99.2 100%

3.5回 4.1回 4.0回 100.0 4回

351
箇所

541
箇所

587
箇所

75.4
779
箇所

30人 40人 42人 93.3 45人

●特に推進　◎推進・促進　

計画開始時 現状値 目標値
Ｈ２０ Ｈ２５（ａ） Ｈ３１（ｂ）

66.5% 59.5% 58.7% 87.0 67.5%

4.8冊 4.1冊 4.1冊 77.4 5.3冊

128,124人 138,619人 138,660人102.7 135,000人

321件 302件 333件 88.8 340件

119件 107件 136件 100.7 135件

52.1% 53.2% 53.5% 82.3 65.0%

3,830,678人 4,241,989人4,108,931人95.14,320,000人

375人 368人 498人 71.1 700人

136件 161件 163件 90.6 180件

●特に推進　◎推進・促進　

計画開始時 現状値 目標値
Ｈ２０ Ｈ２５（ａ） Ｈ３１（ｂ）

4,243人 4,983人 5,052人 99.1 5,100人

88.4% 90.2% 87.1% 96.8 90.0%

17.8% 16.3% 14.7% 74.2 19.8%

79.0% 84.4% 89.0% 89.0 100%

主な関連事業＜方向性等の結果＞

１ 小・中連携教育推進事業●
２ 体験学習推進事業◎
３ 少人数指導等支援事業◎
４ 理科支援事業◎
５ 学校教育研究事業◎
７ 児童・生徒健全育成事業●
８ 特別支援教育事業◎
１１ (仮称)上溝学校給食センター施設整備事業◎
１２ 学校給食室整備事業◎
１４ 学校情報教育推進事業◎

Ｈ２４
目標値に占める現状
値の割合（a/b）（％）

１ 小・中連携教育推進事業●
３ 少人数指導等支援事業◎
４ 理科支援事業◎
６ 青少年・教育相談事業●
８ 特別支援教育事業◎

４ 理科支援事業◎
９ 教員採用選考試験事業◎
１０ 教職員研修事業●

８ 特別支援教育事業◎
１１ (仮称)上溝学校給食センター施設整備事業◎
１２ 学校給食室整備事業◎
１３ 市立小・中学校校舎改修事業/市立小・中学校トイレ改修事業
 　　市立小・中学校屋内運動場改修事業◎
１４ 学校情報教育推進事業◎

１９ 新たなスポーツイベントや国内トップレベルの競技会の誘致◎
２０ 総合型地域スポーツクラブ推進事業◎
２１ ホームタウンチームとの連携・支援事業◎

100%

１ 小・中連携教育推進事業●
５ 学校教育研究事業◎
７ 児童・生徒健全育成事業●

Ｈ２４

89.0

目標値に占める現状
値の割合（a/b）（％）

目標値に占める現状
値の割合（a/b）（％）

主な関連事業＜方向性等の結果＞

１５ 市民大学等実施事業◎
１６ 公民館活動事業◎
１７ 公民館大規模改修事業◎
１８ 宇宙教育普及事業●

79.0% 84.4% 89.0%

38,795人

１５ 市民大学等実施事業◎
１６ 公民館活動事業◎

56,194人 51.1

２２ 文化財の保存・活用促進事業◎

Ｈ２４

69,482人

主な関連事業＜方向性等の結果＞

110,000人
２２ 文化財の保存・活用促進事業◎
　

２３ 家庭教育啓発事業◎

２３ 家庭教育啓発事業◎
２４ 学校と地域の協働推進事業◎
２５ 地域教育力活用事業◎
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＜個別事業ごとの点検・評価結果＞ 
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事業名 

（事業予算） 
１ 小・中連携教育推進事業 （９１９千円） 

目的 

 「さがみはら未来をひらく学びプラン」に基づく魅力ある学校づくりを推進するため、小学校と中学校

の教職員が連携し、義務教育９年間にわたる学校生活や学びの連続性を大切にした学校づくりをめざ

すとともに、相互の学校が家庭や地域と連携・協力することにより、小中連携教育の充実を図る。 

実施内容 

・４つの小・中連携教育推進中学校区及び１つの小・中一体型連携教育推進校を設置するとともに、各

中学校区や他校区での実践内容や課題等についての情報を共有し、授業交流や児童・生徒交流、

小・中学校の接続などに地域の実情に合わせて取り組む。 

・ＰＴＡ及び家庭・地域と連携・協力し「地域の子どもは地域で育てる」という共通認識を醸成する。 

成果・効果 

・授業参観、出前授業などの授業交流や運動会・合唱交流・部活動見学など学校行事、児童会・生徒会 

の交流、保護者や地域との連携など、各中学校区の実態に即した交流が定着してきている。 

・特に、中１ギャップを和らげる取組の一つとして、入学前の児童に対して、中学校教員による模擬授業

や学校紹介のプレゼンテーションなどが実施され、入学前の児童・保護者から高評価を得ている。 

・推進中学校区では、小・中学校に加え高等学校も含めた児童・生徒交流が夏休みを活用して行われる

など、取組に広がりが生まれている。また、市の広報を通じて、本事業の概要を市民に発信したことで

一定の周知が図られたものと考える。 

評価・課題・ 

方向性 

・４年間の事業実績と成果を踏まえ、効果が十分に発現している。関連事業、関係課・機関との連携では 

ＡＬＴやスクールカウンセラーの配置の工夫、小・中学校の教員が共同で参加する教科研修講座の開

催を実施した。今後は、各校がより創意工夫を生かした取組を可能とするため、平成３１年度までにす

べての中学校区が推進中学校区として関われるよう、毎年５から６の推進中学校区を設置し、その中学

校区が取組実践を共有するなど拠点的な役割を担うこととする。また、各校で交流活動等を行う日を

「連携交流日」とし、保護者・地域への周知及び理解を図る。さらに、教育委員会による授業改善の指

導等に当たって、学びの連続性に視点を当てることで、教育委員会としての本事業の方向性を学校に

示す。 

●特に推進 

 
 

事業名 

（事業予算） 
２ 体験学習推進事業 （４５,０３０千円） 

目的 
自然体験・農業体験や伝統文化とのふれあいを通して、個性を大切にし、豊かな人間性や社会性な

どを育成する体験活動を取り入れた教育を推進する。 

実施内容 

・各体験活動について、目的に応じた体験学習の充実を図るために、活動後の振り返りシートの内容を

検討する。 

・指導者の資質向上を図るための研修の実施及び地域の指導者の確保を行う。 

成果・効果 

・体験学習後に児童・生徒へのアンケート調査を実施したことによる調査精度の向上。 

（アンケート調査から、体験活動を楽しいと感じただけでなく、ねらいを達成できたことに喜びを感じた

子どもの割合が７４．３％から７５．６%に増加した。） 

・児童・生徒にとっての「学びのある体験活動」の実施に向けた体験活動の充実が図られた。 

評価・課題・ 

方向性 

・アンケート調査の項目改善により、調査の精度が増したため、各体験活動による学習効果が明らかに 

なりつつあり、体験活動の指導改善にも役立てることができた。今後は、各体験活動におけるねらいの 

設定やねらいに応じた活動内容、また、学びを振り返る際のサポート方法の工夫、改善が必要である。 

・地域の協力者の更なる人数の確保及び資質向上が必要である。 

◎推進・促進 
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事業名 

（事業予算） 
３ 少人数指導等支援事業 （３９，６３８千円） 

目的 学習及び生活の両面におけるきめ細やかな指導を展開し、子どもの学びの充実を図る。 

実施内容 

・小・中学校ともに、教員一人あたりの児童・生徒数、１学級あたりの児童・生徒数、児童・生徒の学校生

活への適応状況等に応じ、非常勤講師を配置し、少人数指導及びティームティーチングを担当する。 

・非常勤講師を、小学校には１７校に１７人、中学校には９校に９人配置する。 

成果・効果 

・小・中学校ともに一人ひとりに対してのきめ細やかな指導により、児童・生徒が集中して取り組み、分か

らないところを進んで質問するなど学習意欲に高まりが見られた。また、個々の学力の実態に応じた指

導を行うことにより基礎基本の学力の定着が図られた。 

・小・中学校ともに、学習規律を確立し、落ち着いた学習環境の確立に効果を上げている。 

・中学校では、技能教科での事故の減少や校務処理の効率化などにも効果があった。 

評価・課題・ 

方向性 

・本事業は、児童・生徒に対し、学習面や生活面において、実態に応じたきめ細やかな指導が可能な事

業であり、その効果も認められるため、継続していく必要性がある。 

・非常勤講師配置校においては、少人数指導等担当者のための研修会を開催し、習熟度別等の少人

数指導方法の工夫を図り、その効果の検証を行う必要がある。 

・平成２６年度から３年間にわたり実施する中学校での少人数学級推進事業では、推進校での少人数学

級実施に関する成果の検証等を行い、本事業の在り方を改善していく必要がある。 

◎推進・促進 

 
 

事業名 

（事業予算） 
４ 理科支援事業 （２３，０５０千円） 

目的 
 観察・実験活動を支援する「観察実験アシスタント」を小学校に配置することにより、理科の授業におけ

る観察・実験活動の充実及び活性化を図り、もって児童の科学的思考力を育むことを目的とする。 

実施内容 

・観察実験アシスタントを小学校全校に配置する。 

・観察・実験に係る理科授業の支援、観察・実験等の準備・片付けを行う。 

・３～５学年は１学級当たり６日、６学年は１学級当たり１０日を目安に配置する。 

・年２回の研修会を開き、観察実験に関する知識の向上や子どもとの関わりを学ぶ。 

成果・効果 

・３年生から観察実験アシスタントが入ることにより、子どもにとって初めての観察・実験活動がスムーズに 

開始できるようになり、観察・実験に対する児童の興味関心を高めることができた。 

・担任と観察実験アシスタントが連携を図り、授業の流れについての工夫改善に取り組むことで、科学的 

思考を育むことができた。 

評価・課題・ 

方向性 

・学校訪問や観察実験アシスタントの研修会などで、理科授業の支援について理解を深めてもらうように

働きかける。 

・経験の浅い観察実験アシスタントについては、観察実験に関する知識の向上や子どもとの関わりを学

ぶ機会を設定することが必要である。 

◎推進・促進 
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事業名 

（事業予算） 
５ 学校教育研究事業 （８，７３９千円） 

目的 

 「さがみはら未来をひらく学びプラン」前期計画にある「新学習指導要領の趣旨を生かした指導方法の

工夫・改善のための研究を設け、その成果を広く市内へ普及します。」の具体的な施策の一つであり、本

市の小・中学校が、学習指導要領の趣旨を生かし、創意ある教育活動を推進するための研究課題を設

定し、その成果を広く市内に普及する。 

実施内容 

・研究課題を「本市の教育課題」「各学校の課題」「今日的教育課題」の３つに大別し、各学校へ研究を 

委託する。委託する課題や質、先進性に応じて予算配分を行う。 

・「本市の教育課題」： 先進的教育研究モデル事業（Ｌ２１研究） 支援教育推進事業 

               授業改善研究推進事業 小中一体型連携教育研究事業 

・「各学校の課題」：   特色ある学校教育研究事業 校内研究推進事業 

・「今日的教育課題」： 防災教育実践研究事業 幼・保・小連携推進研究事業 

人権・福祉教育推進事業 人権・福祉教育実践事業   

成果・効果 

・授業公開や研究報告・発表会及び成果物（研究紀要等の資料）を通して、市内外の学校、教職員、研

究関係者等へ研究成果を公表しており、各学校において、実情に合った指導法の工夫や改善、教育

活動の推進が図られている。 

・防災教育では、防災教育実践研究校による災害時の心構えや対応等についての取組が、公開授業を

通して市内に発信された。また、「学校安全の手引き」の改訂では、改訂作業部員として研究校の意見

を反映することができた。平成２５年度は、２２の団体が市内外に向けて研究成果等を研究発表会を通

じて発信した。 

評価・課題・ 

方向性 

各学校の実態に即した研究課題の解決に向けた研究活動が活発に行われており、教員の授業改善

に向けた意識が高まり、結果として当該校の教育活動全体の活性化につながっていることからも、本市

の学力向上に向けた重要な施策の一つとなっている。こうした研究活動が直接研究対象としている教科

以外の授業改善にも大きく影響しており、教員一人ひとりの指導力の向上につながっている。今後、効

果的な指導方法等を研究するための「学校教育課題改善研究校」を設定するとともに、教科等の授業改

善に焦点を当てた「授業改善研究推進校」の教科枠を拡大することで研究内容の充実を図る。 

◎推進・促進 

 
 

事業名 

（事業予算） 
６ 青少年・教育相談事業 （２５２，０１１千円） 

目的 

不登校をはじめとする児童・生徒の問題行動等の未然防止、早期発見・早期対応のために児童・生

徒の悩みや不安を受け止めて相談に当たり、課題の解決や健やかな心の成長を促す心理の専門家で

ある青少年教育カウンセラーを小・中学校へ派遣するとともに、家庭環境に起因すると考えられる長期欠

席や問題行動等の解決に向けて、関係機関をつないで支援する社会福祉の専門家であるスクールソー

シャルワーカーを派遣する。 

また、不登校の予防と対応のために「不登校対応セミナー・つどい」、ふれあい体験学習「希望の村」

を実施し、課題の解決に向けた支援を行う。 

実施内容 

・青少年教育カウンセラー６３名を小・中学校に隔週～週２回派遣し、教職員へのコンサルテーションや

児童・生徒・保護者等への相談活動等を行うとともに、各相談室において来所・電話相談に対応した。

また、３名のスクールソーシャルワーカーを学校の要請に応じて派遣し、ケースの支援や研修等を実施

した。 

・教職員向けのセミナー３回、保護者向けのつどい４回を開催するとともに、不登校、登校しぶり、集団不

適応などの状態の児童・生徒を対象に体験活動を重視した「希望の村」を２回実施した（３回計画、２回

実施。台風のため１回は中止となった。）。 

成果・効果 

・６３名の青少年教育カウンセラーが対応した相談件数は、小学校で２９，６９１件、中学校で１９，５３４

件、来所・電話相談で１３，２８８件で合計６２，５１３件で、対前年度比マイナス２．６％であった。 

・３名のスクールソーシャルワーカーが、福祉的な視点から、情報収集や課題の整理を行い、家庭・学

校・関係機関とをつなぎ、学校だけでは解決困難な６５件のケースに対応した。その結果、相談事項解

決が８ケース、他機関への引継ぎが２ケースなど、合計１９ケースが終結となっている。 

評価・課題・ 

方向性 

・青少年教育カウンセラーの小・中連携型配置の更なる充実や事件・事故等の緊急対応における学校

への派遣方法等について検討する必要がある。 

・スクールソーシャルワーカーによる家庭・学校等への訪問回数増加への対応や教職員等対象の研修

の充実のためには、スクールソーシャルワーカーの増員や常時専門的な助言ができる常勤職員の配置

等の体制整備が急務である。 

●特に推進 
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事業名 

（事業予算） 
７ 児童・生徒健全育成事業  （２，６１１千円） 

目的 
家庭・学校・地域・市その他の関係機関が連携し、いじめ防止や地域での見守りを推進し、児童・生

徒の健全な育成を図る。 

実施内容 

・いじめ防止フォーラムを１１月１７日（日）にユニコムプラザさがみはらにおいて開催した。 

 内容：基調講演、いじめ防止の児童・生徒・地域の取組発表、シンポジウム 

参加者：子ども関係団体１０５名、市民７３名 

・いじめ防止のためのファイルケースを小・中学校全児童・生徒に配付した。 

 配付数：約５５，０００枚 

・保護者向けいじめ防止啓発リーフレットを小・中学校全家庭に配付した。 

・地域向けいじめ防止啓発ポスターを庁内関係窓口等に掲示した。 

 掲示箇所：１１１カ所 

・学校教育課いじめ相談ダイヤルを開設し、いじめに関する相談の受理及び対応を行った。 

 相談件数：延べ９１件 

・人権・児童・生徒指導班指導主事等による学校巡回訪問を実施した。 

 巡回訪問回数：延べ８３５回 

成果・効果 

・いじめ防止月間（５月及び１１月）を中心としたいじめ防止の様々な取組を通して、家庭・学校・地域・市

その他の関係機関の連携によるいじめ防止に係る意識啓発を図ることができるとともに、小・中学校に

おけるいじめの認知件数が増加し、いじめに係る未然防止、早期発見・対応が図られた。 

・学校を繰り返し訪問し、顔の見える関係や児童・生徒の状況把握を行うことにより、学校の取組に係る

適切な指導・助言を行うことができた。 

評価・課題・ 

方向性 

・平成２５年９月に「いじめ防止対策推進法」が施行され、さらに平成２６年４月に「相模原市いじめの防止

等に関する条例」が施行されたことに伴い、「相模原市いじめ防止基本方針」を策定した。併せて、各

学校においては「学校いじめ防止基本方針」を策定した。今後は、基本方針に沿った施策や取組が確

実に実施されているかどうか検証する。 

●特に推進 

 
事業名 

（事業予算） 
８ 特別支援教育事業 （１２８，２６０千円） 

目的 

小・中学校に在籍する教育的支援が必要な児童・生徒に対して、きめ細かな支援を行う体制の充実を

図る。 

また、一人ひとりの能力・適正等に応じたきめ細かな教育を推進するため、就学指導委員会を開催

し、障害等により配慮を要する児童・生徒に対し適切な教育を受ける機会を確保する。 

実施内容 

・校内支援体制の充実を図るため「支援教育支援員の全校配置」「支援教育指導員による巡回相談」

「特別支援教育専門研修会」等を実施する。 

・学校を支える支援体制の充実を図るため「新・相模原市支援教育推進プラン」を推進し、課題等につい

ては「相模原市支援教育ネットワーク協議会」等で協議する。 

成果・効果 

・「支援教育指導員による巡回相談」の活用により、校内支援体制の充実が図られている。 

・「支援教育コーディネーター連絡協議会」において、幼・保の支援保育コーディネーターと協議したこと 

をきっかけに、中学校区単位でその後連絡会を実施するなど、連携が図られてきた。 

・「相模原市支援教育ネットワーク協議会」では、「新・相模原市支援教育推進プラン中期改定版」の策

定に当たり、一人ひとりの教育的ニーズについて、「学習の遅れ」「対人関係の難しさ」等「障害」という

言葉を使わずに標記することに対して、本市の支援教育の方向性に合致していると評価をいただき、

中期改訂版に盛り込むことができた。 

評価・課題・ 

方向性 

・支援教育の推進のため「新・相模原市支援教育推進プラン」の評価と進行管理を「相模原市支援教育

ネットワーク協議会」で行っている。「新・相模原市支援教育推進プラン中期改定版」では、学校での支

援体制づくりの充実に向け、重点取組事項の推進を図る。 

・登下校の送迎支援に関する現状と福祉サービスの活用を含めた移動手段の確保について、関係各課

と連携し、課題を整理するため、現状把握や現在あるサービスについての利用状況や新たなサービス

の必要性等について検討していく必要がある。 

・就学相談事業については、個々の障害等の状況を的確に把握し、子どもの状態や発達状況に応じ

て、どのような教育を受けることが望ましいのか、専門的、多面的な立場から、就学相談を進めていく必

要がある。また、関係機関と連携し、就学先への引継ぎや継続的な支援を子どもの成長に応じて進め

ていくための仕組みづくり等を検討していく必要がある。 

◎推進・促進 
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事業名 

（事業予算） 
９ 教員採用選考試験事業 （４，５６０千円） 

目的 本市立小・中学校の教員を採用するため、選考試験を実施する。 

実施内容 

・本市単独で選考試験を実施。 

・試験内容：第１次試験（筆記試験、課題作文）、第２次試験（グループ協議、模擬授業、個人面接Ⅰ・

Ⅱ、実技試験（一部教科）） 

・採用実績（平成２６年４月１日付け）：１７１人（小学校教諭９６人、中学校教諭７２人、養護教諭３人） 

成果・効果 

・応募者を増やし、教育に対する理想と情熱を持つ教員を確保するため、大学訪問回数の増加や大学

推薦枠の拡大、ＰＲポスター掲示駅の増加等の取組を実施した。結果として、前年と比べ応募者数が

若干減少したが、全国的に倍率減少の傾向がある中で、ある一定の応募者を集めることができ、本市

の求める教員を採用することができた。 

評価・課題・ 

方向性 

・本市の求める「信頼される教師」「人間性豊かな教師」「指導力向上に努める教師」を採用するため、以

下の方針に基づき選考を行う。 

 ①人物評価に重点を置く。 

 ②多様な方法による選考を行う。 

 ③様々な経験や資格を持つ者を対象とした特別選考を行う。 

 ④年齢制限を採用時満６０歳未満とする。  など 

・受験者数を確保するための取組として、さがみはら教育の魅力や本市の求める教師像を分かりやすく

ＰＲするために大学訪問や志願者説明会、ホームページ・ポスター等様々な媒体による広報活動を行

う。 

・学校教育の充実のため、今後も、より本市の求めている教員が採用できるよう、採用試験や採用後の

職員の状況について継続的な検証を行う必要がある。 

◎推進・促進 

 
 

事業名 

（事業予算） 
１０ 教職員研修事業 （６，８５１千円） 

目的 
 めざす教師像を「教育愛に燃え社会の中で学びつづける教師」とし、研修を通して豊かな人間

性、専門性、マネジメント力等の資質・能力を育成する。 

実施内容 

・５つのカテゴリーに分けて研修を実施する。 

①ライフステージに応じた研修  

②専門研修 

③学校への訪問支援研修     

④特別研修 

⑤職能研修 

成果・効果 
・受講者アンケートによる研修効果測定を実施し、ほとんどの研修で「新たな学びや気付きがあ 

った」「今後の課題が持てた」「学校で活用できる内容だった」等満足度の高い回答を得た。 

評価・課題・ 

方向性 

・｢授業力向上｣｢今日的な教育課題への対応｣｢マネジメント力向上｣｢教育の情報化の推進｣｢学校

の訪問支援の充実｣を重点に研修を実施する。  

・研修効果を高めるために、研修形態の工夫、総合学習センターでの研修を学校内の研修と関連 

付ける等の手立てをとる。 

・学校のニーズに応じ、多くの教員に参加してもらうため、学校を会場とする研修の回数を増や 

すとともに、教職員が抱えている課題に応じた研修を実施する。 

●特に推進 
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事業名 

（事業予算） 
１１ （仮称）上溝学校給食センター施設整備事業（１，３０３，９２６千円） 

目的  児童の健康の増進、望ましい食習慣の育成、明るい社交性の育成、食育の推進を図る。 

実施内容 

・清新学校給食センターの老朽化に伴い、新たに（仮称）上溝学校給食センターを整備する。 

・センター校３校（共和小、大野台小、並木小）への給食提供と給食室改築工事を実施する小学校の応

援を実施する。 

成果・効果 

・老朽化した施設の更新により、従来のウェット方式からドライ方式に変更したことで、一層衛生的な給食

調理環境が整うとともに、食物アレルギー対応食が実施できることとなり、センター校における給食提供

環境が充実した。 

・非常用発電設備等の設置により、災害時における炊き出しも可能となった。 

評価・課題・ 

方向性 

・センター校への給食提供に加え、単独校の改築工事実施時の応援機能を確保・維持している。 

・食物アレルギー対応ができる給食提供環境の整備、災害時の炊き出し機能整備により、給食センター

の機能強化を図っている。 

・給食センター活用事業として、学校・保護者等と連携した食物アレルギー対応食提供の充実、また、災

害時の炊き出し機能を効果的に活用するため、地域拠点及び各避難所への応援拠点として、地域及

び庁内調整を実施する。 

◎推進・促進 

 
 

事業名 

（事業予算） 
１２ 学校給食室整備事業（９４５，９８２千円） 

目的 児童の健康の増進、望ましい食習慣の育成、明るい社交性の育成、食育の推進を図る。                   

実施内容 

・給食室単独校における老朽化した給食室の計画的な改築を実施するため、清新小学校の準備工事を

実施した。 

・順次、センター校から給食室単独校への移行を進める。 

成果・効果 

・老朽化した施設の更新により、従来のウェット方式からドライ方式に変更し、一層、衛生的な給食調理

環境が整うとともに、食物アレルギーのある児童への対応が容易となった。 

・献立及び食材の発注を栄養士が行うため、給食設備を活用した学校独自の献立による提供など、単

独校の魅力ある学校給食を提供する環境が整った。 

評価・課題・ 

方向性 

・各学校における魅力ある給食の提供が可能なことから、今後も老朽化した給食室については、ドライ方

式の給食室へ改善していくが、給食室の改築については、多額の建築費用及び既存給食室以上の面

積（立地場所）が必要なことから、セミドライ方式も視野に入れて、より安価で効果的な施設整備を検討

する。 

・学校及び栄養士等との連携を図り、地場産食材の使用をはじめ、児童・生徒に対し食に関する指導を

行うなど、より効果的に食育の推進を図る。 

◎推進・促進 
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事業名 

（事業予算） 

１３ 市立小・中学校校舎改修事業 

市立小・中学校トイレ改修事業 

市立小・中学校屋内運動場改修事業 

（４，９４２，５３６千円 ※平成２６年度工事実施分２，５２１，５９１千円を含む） 

目的 

校舎等の老朽化や経年劣化による設備の機能低下などに対し、その機能の回復、維持、向上を図る

とともに、多様化する教育内容への対応や快適性の向上のため、校舎等を改修することにより、子どもた

ちのより安全・安心で充実した学校生活に資することを目的とする。 

また、学校生活の中でトイレの役割が重要なことから、３Ｋ（汚い、臭い、暗い）トイレの解消などトイレ

環境の改善を図る。 

実施内容 

・校舎改修事業〔校舎の内部、外壁、屋上防水、電気、給排水衛生設備等の工事〕 

６校（６棟）（小学校６校）で実施した。なお、平成２６年度実施分として、小学校３校分の改修及び小学

校１校のエレベーター棟増築の予算を確保し、繰越した。 

・トイレ改修事業〔床のドライ化、洋式大便器への交換等の工事〕 

 １０校・３０箇所（小学校５校・１４箇所、中学校５校・１６箇所）で実施した。なお、平成２６年度実施分とし

て、１０校・３１箇所（小学校７校・２１箇所、中学校３校・１０箇所）分の予算を確保し、繰越した。 

・屋内運動場改修事業〔床、壁、照明等の工事〕  

１０校（１０棟）（小学校９校、中学校１校）で実施した。なお、平成２６年度実施分として、１０校（１０棟）

（小学校８校、中学校２校）分の予算を確保し、繰越した。 

成果・効果 

・校舎改修事業  全棟数２８０棟のうち１７０棟が完了した。 

・トイレ改修事業  全１，０３４箇所のうち５８７箇所が完了した。 

・屋内運動場改修事業  全６５棟のうち４２棟が完了した。  

より安全で快適な学校教育環境となり、校舎等がきれいになったことにより、子どもたちの日常生活に

おいて、環境整備に対する意識の向上が見られる。 

評価・課題・ 

方向性 

・子どもたちが安全・安心で充実した学校生活を送ることができるように、引き続き、計画的に取り組む必

要がある。校舎改修事業及び屋内運動場改修事業については、特に昭和５０年代の人口急増期に設

置した学校の校舎改修及び屋内運動場改修を重点的に進めていく必要がある。トイレ改修事業につい

ては、引き続き快適なトイレへと改善していく必要がある。 

・平成２６年度は、新・相模原市総合計画中期実施計画に基づき計画的な取組を進めていく予定であ

り、学校現場との連携を更に深め、着実に施設整備を進める。 

◎推進・促進 

 
 

事業名 

（事業予算） 
１４ 学校情報教育推進事業 （６９０，３０１千円） 

目的 

情報に積極的に関わり、社会の変化に主体的に対応できる資質・能力を子どもたちに身につけ

させるため、総合的な情報教育を推進する必要がある。「情報活用能力の育成」「ＩＣＴを利活用

した授業改善」「校務の情報化」の３つの施策を中心に、「教職員支援」及び「ＩＣＴ機器環境整

備」に取り組む。 

実施内容 

・子どもたちの「情報活用能力の育成」を進める。 

・教師による「ＩＣＴ機器を利活用した授業改善」を促進する。 

・学校における「校務の情報化」を推進する。 

・教職員支援及びＩＣＴ機器環境整備を進める。 

成果・効果 

・学習用コンピュータの更新に伴い、書画カメラ、デジタルカメラの整備を行い、普通教室で子 

どもたちがＩＣＴ機器に触れることができるようにした。すでに整備されている大型テレビと 

の連動を図った。 

・タブレットＰＣ６台、アクセスポイント１台も整備し、教室内で無線ＬＡＮ環境を構築することができた。ＰＣ 

教室だけでなく、普通教室でのICT機器の活用が図られた。 

評価・課題・ 

方向性 

政府目標の「２０２０年までに、子ども一人一台の情報端末整備」を見据えて、段階的にタブ 

レットＰＣの整備を進める。そのために、平成２６年度より小中学校４校にタブレットＰＣ導入・活用の新規

事業「新たな学びを創造する情報教育推進事業～ＩＣＴさがみはらスタイル～」を展開する。「新・相模原

市総合計画後期実施計画」に向け、教育現場におけるＩＣＴ機器の効果的な活用など事業の成果を的

確に把握し、次世代のＩＣＴ機器環境整備を検証する。 

 

◎推進・促進 
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事業名 

（事業予算） 
１５ 市民大学等実施事業 （１２，５７８千円） 

目的 
 市内や近隣の高等教育機関と連携し、１５歳以上の市民を対象に、市民の学習ニーズや社会が抱え

る諸課題に基づいた学習機会を提供する。 

実施内容 

・地域の高等教育機関と行政が連携し、それぞれの機能と特性を生かした講座を開催する。 

・運営の一部を公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアムへ委託し、窓口を一本化し運営す

る。 

成果・効果 

・平成２５年度実績は、１６高等教育機関、２行政コースの３５講座（前期２０講座、後期１５講座）を開催。

受講者１，７９２人。 

・受益者負担金を実態に合ったものに見直し、多様な講座を開催することが可能となった。 

・各高等教育機関の特色を生かした講座を提供した。相模原・町田大学地域コンソーシアムに委託して

５年になり、参加学校の増加に伴い講座が充実し、市民の学びの機会を拡げることができた。 

評価・課題・ 

方向性 

・市民のニーズを過去のアンケートから的確に把握し、各高等教育機関に周知するとともに、広報活動を

充実させ、新たな受講者の拡大を進める。 

・各機関の特色を生かした講座により、市民の豊かな学びを引き続き提供する。 

・事業開始から５０年が経過することから、事業内容等について改めて分析を行う。 

◎推進・促進 

 

 

事業名 

（事業予算） 
１６ 公民館活動事業 （３７，３４２千円） 

目的 
地域に根ざした公民館活動により、地域住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活

文化の振興、社会福祉の増進によって地域のまちづくりを支える人材の育成に寄与する。 

実施内容 

・各種学級・講座等の開催 

地域課題や生活課題をテーマとした、学級（高齢者・女性・成人・青年）や地域の歴史等の講座を開催

した。 

※高齢者学級－２５学級 女性学級－１５学級 成人学級－１１学級 青年教室－１学級 

・公民館まつりの実施 

公民館利用サークル等による公民館活動の成果を発表する場として展示や発表を行った。 

成果・効果 

・各種学級・講座等の開催 

学級や講座等開催は、地域の特性や課題、実情に応じたテーマを取り上げ、住民の主体的な学習機

会づくりの場を提供することにより、地域コミュニティの推進やまちづくりを支える、新たな人材発掘の場

となった。 

・公民館まつりの開催 

公民館まつりでの作品展示や活動発表は、学習やサークル活動の成果を地域に還元する場であり、

公民館利用者や地域住民が一堂に会する交流の機会となった。 

・公民館事業評価の実施 

８館で事業評価システムを導入した結果、既存事業の見直しがスムーズに行うことができ、より地域のニ

ーズに合った事業展開が図られた。 

評価・課題・ 

方向性 

公民館事業は、地域住民が主体となる学習・文化・スポーツ等の様々な活動を行う機会を提供するた

めに、重要な役割を担っている。 

 また、事業評価については、公民館振興計画の見直しに伴い８館で導入しているが、よりよい事業を展

開するため、公民館ごとに評価基準を策定する。 

◎推進・促進 
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事業名 

（事業予算） 
１７ 公民館大規模改修事業（３４４，４７９千円） 

目的 公民館機能の充実を図り、市民がいきいきと学べる学習環境を整備する。 

実施内容 

・小山公民館大規模改修工事の実施 

・相原公民館大規模改修工事に係る実施設計の実施 

・相武台まちづくりセンター・公民館大規模改修事業に係る事前調査の実施 

成果・効果 

・小山公民館大規模改修工事の実施 

「小山公民館大規模改修計画」を踏まえ、老朽化した施設の大規模改修工事を実施した。 

【主な内容】 

・非常用発電設備の設置、緊急遮断弁付受水槽の設置、エレベーターの更新（安全安心の視点） 

・太陽光発電設備の設置、照明設備の省エネ化（環境の視点） 

・大会議室の拡充、コミュニティ室・多目的室の新設、図書室を１階に移設（活動拠点の視点） 

・相原公民館大規模改修工事に係る実施設計の実施 

「相原公民館大規模改修計画」を踏まえ、実施設計を実施した。 

 【主な内容】 

・エレベーターの更新（安全安心の視点） 

・太陽光発電設備の設置、照明設備の省エネ化（環境の視点） 

・大会議室の拡充、多目的室の新設、コミュニティ室の別棟化（活動拠点の視点） 

・相武台まちづくりセンター・公民館大規模改修事業に係る事前調査の実施 

 【主な委託内容】 

・建物現況劣化調査、耐震診断再評価、整備方法の概算コスト比較調査により旧磯野台小学校校舎

の利用が可能となり、コスト的にも有利と判断された。 

評価・課題・ 

方向性 

・小山公民館大規模改修工事の実施 

施設の安全安心・環境・活動拠点の視点等に配慮し、老朽化した施設の大規模改修工事を行うことが

できた。 

・相原公民館大規模改修工事に係る実施設計の実施 

施設の安全安心・環境・活動拠点の視点等に配慮した実施設計を行うことができた。今後、大規模改

修工事の着実な実施に向けて取組を進める。 

・相武台まちづくりセンター・公民館大規模改修事業に係る事前調査の実施 

事前調査の結果、地域からの要望、災害対策及び環境対策等の内容を踏まえ、平成２６年度の実施

設計に反映させるよう取り組む。 

◎推進・促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大規模改修後の小山公民館】 
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事業名 

（事業予算） 
１８ 宇宙教育普及事業 （９，８４０千円） 

目的 
 天文・宇宙に関する知識の普及を図り、市民が「宇宙とつながる街相模原」を実感し、より宇宙を身近

に感じてもらうため、ＪＡＸＡ相模原キャンパスと近接する利点を生かした教育・普及事業を推進する。 

実施内容 

・「はやぶさ２」応援企画展「片道から往復へ～新たな宇宙時代の到来～」を開催（観覧者数延べ３３，６

７５人／４５日間） 

・小惑星「イトカワ」微粒子の光学顕微鏡による世界初公開（観覧者数７，１４６人／１２日間） 

・ＪＡＸＡ研究者等を招いて「さがみはら宇宙の日」を毎月１回開催（うち偶数月は金星探査機「あかつき」

プロジェクトチームとの連携による「あかつきトークライブ」を開催） 

・第２１回衛星設計コンテスト最終審査会の開催（衛星設計コンテスト実行委員会事業を後援） 

・日本アストロバイオロジーネットワーク公開講演会「宇宙にいのちを探す」（日本アストロバイオロジーネ

ットワークと共催） 

・プラネタリウム番組へのＪＡＸＡ研究者のビデオ出演及び監修、ＪＡＸＡ相模原キャンパス特別公開への

参加、夏休み天文教室、天文教室及びイプシロンロケット打ち上げパブリックビューイングの実施等 

・星空観望会を月２回（８月のみ５回）開催 

成果・効果 

・ＪＡＸＡ連携企画展等、多数の事業を継続的に実施する事により、市民が「宇宙」の話題に触れる機会  

が増え、親しんでもらう事ができた。また、「イトカワ」の微粒子公開（光学顕微鏡による世界初公開）等、

話題性のある事業を行うことにより、新たな来館者を獲得することもでき、天文・宇宙に関する知識を広

く普及する事ができた。 

・新聞・雑誌、テレビやネットニュースなどで取り上げられる機会も多く、相模原市のシティセールスへ貢

献できた。 

評価・課題・ 

方向性 

ＪＡＸＡ以外の団体（日本衛星設計コンテスト実行委員会、日本アストロバイオロジーネットワーク等）へ

も連携の輪が広がり、より効果を高める事ができた。今後も積極的に事業を推進し、より広く普及すること

に努めたい。 

また、事業の効果的な継続のため、開館１７年を経過し、老朽化への対応が課題となっているプラネタ

リウムの改修について、民間活力の導入を含めて検討を進める。 

●特に推進 

 

 

 

事業名 

（事業予算） 
１９ 新たなスポーツイベントや国内トップレベルの競技会の誘致（６５，４９０千円） 

目的 
 市民選手権大会や相模原スポーツフェスティバルの開催、競技会の誘致などを通じ、市民スポーツの

競技力の向上とスポーツに親しむ機会の提供を図る。 

実施内容 

・市民選手権大会（２６種目）の実施 

・相模原スポーツフェスティバルを１０月１４日に相模原麻溝公園競技場にて開催。 

・市民に向けた各種体育大会の実施及び県大会や全国大会等への選手の派遣を公益財団法人相模

原市体育協会に委託。 

・ジャパンオープン２０１３（競泳）といった国内トップレベルの競技会を開催。 

成果・効果 

・市民選手権大会については、年間を通じて、陸上競技や軟式野球など２６種目の競技を実施し、２７，

１７５人の参加があり、市民スポーツの技術の向上と体力の増進に繋がった。 

・様々な競技会の開催や高度な大会への選手派遣を通じて、市民の体力づくりとスポーツ技術の向上を

図るとともに、市民スポーツの振興を図ることができた。 

・相模原スポーツフェスティバルでは、より多くのスポーツを紹介し、スポーツの楽しさを実感する場の提

供に努め、参加者は約６,０００人となり、市民のスポーツに対する意欲の高まりにもつながっている。 

・ジャパンオープン２０１３（競泳）では、約１０,５００人が観戦し、「観るスポーツ」を推進するとともに、スポ

ーツによる市民の一体感を醸成した。 

評価・課題・ 

方向性 

国内トップレベルの競技会の誘致については、毎年着実に大規模な大会が開催され「観るスポーツ」

の観点からも成果につながっている。引き続き、相模原スポーツフェスティバル等での各競技の普及とＰ

Ｒを行うとともに、魅力あるスポーツに親しむ機会の提供に取り組む。 

 

◎推進・促進 
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事業名 

（事業予算） 
２０ 総合型地域スポーツクラブ推進事業（６８３千円） 

目的 

 身近な地域において、誰もが気軽にスポーツに触れる場として、総合型地域スポーツクラブの創設支

援を行うとともに、クラブの周知及び浸透を図り、スポーツ実施率向上や新たな地域コミュニティの創出を

促進する。 

実施内容 

・市内総合型地域スポーツクラブが一堂に会して、取組や課題について意見交換を行う懇談会を実施

（１２月） 

・総合型地域スポーツクラブＰＲイベントを実施（２月） 

・ＰＲイベントについては、市広報紙・ホームページ、報道提供により周知（２月） 

・ＰＲイベントの様子について、市体育協会ホームページに写真で紹介（通年） 

・総合型地域スポーツクラブの基本情報を市ホームページで紹介（通年） 

・クラブ創設希望者に対して情報提供や相談等を実施（随時） 

成果・効果 

・懇談会において、各クラブから課題等について生の声を伺うことにより、今後の支援方策の検討に生か

すことができた。 

・ＰＲイベントを実施することにより、スポーツに親しむきっかけづくりになるとともに、クラブの周知が図ら

れ、会員数の増加につなげる機会とすることができた。 

・平成２５年度のＰＲイベント参加者総数は、１０クラブで６８１名であった。 

評価・課題・ 

方向性 

総合型地域スポーツクラブに関しては、近年、地域の方々が中心となりクラブを設立するなど、理想の

かたちでクラブが発足し順調に市内での活動の動きが広まっている。今後は、事業の更なる周知を図

り、身近で気軽にスポーツに親しめるクラブとして、現在の１２クラブ（うち１クラブ休止中）から増加するよ

う取組を進める。 

◎推進・促進 

 

 

事業名 

（事業予算） 
２１ ホームタウンチームとの連携・支援事業 （２６１千円） 

目的 

 本市に活動の拠点を置き、広く市内外での活躍が期待できるスポーツ団体を「相模原市ホームタウン

チーム」として認定し、支援を講じることにより、スポーツ振興による効果的なまちづくりを図り、もって本市

の良好な都市ブランドや都市イメージの構築、発信等シティセールスに関する活動の推進に資すること

を目的とする。 

実施内容 

平成２６年３月７日付けでノジマステラ神奈川相模原を「相模原市ホームタウンチーム」として認定し

た。 

 また、認定したチームとの連携を強化し、本市のシティセールス及びスポーツ振興によるまちづくりを推

進するために、イベントやＰＲ活動を実施した。 

成果・効果 

・相模原スポーツフェスティバルでの体験会やきれいなまちづくりの日キャンペーンでの街頭啓発活動な

ど、４チームで計５０事業を実施することができた。 

・市の事業等にチームが参加することにより、良好な都市ブランドや都市イメージが構築されるとともに、

チームの知名度や信頼性の向上が図られた。 

・地域での交流や貢献活動等を重ねる中で、市民の信頼感や期待感が集まることにより、市民の一体感

や誇りの醸成につながった。 

評価・課題・ 

方向性 

 本市とホームタウンチームが共に事業を実施することにより、スポーツへの関心の向上が図られるととも

に、担当課事業のＰＲ活動が拡充されるなど、スポーツ振興によるまちづくりやシティセールスの推進が

図られた。引き続き、ホームタウンチームとの連携を強化し、各競技の教室やイベント等への参加・協力

を推進するとともに、ホームタウンチームへの支援内容について検討する。 

◎推進・促進 
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事業名 

（事業予算） 
２２ 文化財の保存・活用促進事業 （３８，８９９千円） 

目的 

 市民が文化財を通して地域の歴史と文化を学び、郷土に対する愛着と誇りを育むため、市民との協働

により文化財を保護管理するとともに、文化財の公開や体験学習等の普及事業により、市民が文化財を

学び親しむ機会を提供する。 

実施内容 

・文化財の調査を進め、必要な文化財の指定・登録を推進。 

・史跡や文化財建造物を保存整備して公開に供し、また、有形文化財等の所有者・管理者による管理・

公開を奨励。 

・史跡田名向原遺跡公園及び旧石器ハテナ館、古民家園、史跡勝坂遺跡公園等の史跡・文化財や関

連資料を公開・展示するとともに、各施設の特徴を生かした体験学習・観察会・文化財探訪等の普及

事業を実施。 

・文化財関連団体を支援し、公開活用や文化財保護の普及・啓発を推進する。また、市民ボランティア

の文化財調査・普及員を育成・指導し、文化財保護や普及事業を協働して推進する。 

成果・効果 

・平成２５年度は新規に指定文化財として１件を指定し、登録文化財として１件登録し、次期指定・登録

候補５件を調査した。 

・指定・登録文化財９９件に対しては奨励金を交付し、適正な維持管理と公開活用を図った。 

・各施設の入場者数は、旧石器ハテナ館１８，８２４人、古民家園２６，３７６人、旧中村家住宅１，８４３人、

小原宿本陣９，１５１人、合計５６，１９４人。 

・普及事業は、旧石器ハテナ館２６事業・１，６８４人、古民家園１４事業・７４９人、史跡勝坂遺跡公園１１

事業・８７７人、合計５１事業・３，３１０人。 

・民俗芸能大会入場者数２７９人、文化財展入場者数２５９人、文化財探訪３回の参加者数７４人。文化

財調査・普及員の活動が活発に行われ、文化財パトロール、遺跡等の案内説明、古民家園ほかの普

及事業に延べ６２８人が参加し、市民が史跡・文化財に身近に接し、文化財を学習しあるいは親しむこ

とにより相模原市の歴史と文化を理解し、郷土に対する愛着を深める機会となり、市民との協働による

事業を推進できた。 

評価・課題・ 

方向性 

 文化財を保存・活用するためには、適切に保存管理することが基本であり、文化財の指定・登録、保存

整備及び維持管理は、今後も継続的に行い、資料のデジタル化を検討する必要がある。併せて、文化

財の保存には地域と市民の理解と協力が不可欠であり、積極的に文化財を公開して普及・啓発を推進

し、各文化財のイベント情報について継続的に広報・ホームページ等を利用して定期的に市民全体に

周知し、観光用ポスター等に掲載して周知・普及を図る。 

  郷土の歴史や文化、自然を伝える文化財は市民の貴重な財産であり、次の世代に継承していくため

には、郷土に対する愛着と誇りを高めていくことが必要である。旧石器ハテナ館の積極的な活用や学校

利用を促進するため、ＰＲ活動や出前事業等を更に推進する。市民が文化財を学び親しむ機会の提供

は、今後も継続するとともに、市民への分かりやすい周知を進め、さらに地元以外の参加者につなげて

いくため、観光的な活用や文化財公開施設と連携した新たな普及事業の視点が必要である。 

 文化財は地域に根ざしているものであり、地域住民自らが文化財の意義や重要性を理解することが、

保護意識の醸成に有用であることから、地域住民の協力・協働により保護・活用事業を推進する。 

◎推進・促進 
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事業名 

（事業予算） 
２３ 家庭教育啓発事業（１，００７千円） 

目的 
子どもが家庭や学校、地域で子どもらしくいきいきと生きていくために、保護者や子どもに関わる大人

たちに対し、家庭教育に関する学習の機会を提供し、家庭及び地域の教育力の向上を目的とする。 

実施内容 

・ブロックＰＴＡによる事業実施 

 相模原市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会（以下「市Ｐ連」という。）に委託し、市内１１のブロック協議会単

位で家庭教育啓発事業に関する学習会を実施。教育委員会では、講師紹介や事業の内容等の支援

を実施。 

※１１ブロックのＰＴＡで１１事業の講演会等を実施。参加者数:延べ１，７６１人。講演内容は、「子どもの

まちづくりと大人の役割」、「子どもの心のコーチング」など。  

・公民館における事業の実施 

各公民館において「子育て講座」等の家庭教育をテーマにした各種事業を実施。また、家庭教育支援

モデル事業として「家庭教育支援講座」を平成２４年度より実施し、平成２５年度は星が丘公民館及び

中央公民館で実施。 

・公民館での家庭教育事業促進のため、新たに「公民館家庭教育事業委託要綱」を制定。（平成２６年４

月施行） 

成果・効果 

・ＰＴＡに委託することにより、子育てを実践している立場からの視点が生かされ、身近な問題やすぐに実

践できるようなテーマで講演会や意見交換会を企画することができた。 

・各ブロックも例年と比較して、開催時期や時間の見直し、会場変更と参加者を増やす工夫が見られた。 

・家庭教育支援講座モデル事業においては、複数の小学校ＰＴＡと公民館関係者との連携など、公民館

内だけにとどまらない、教育、連携の輪が広がり、各講座で得た知識や経験を生かし、地域などで家庭

教育支援を推進する人材を育成した。 

評価・課題・ 

方向性 

・都市化、少子化、核家族化及び地域の絆の希薄化や雇用環境の変化、親の意識、ライフスタイルの多

様化などにより、仕事で時間的・精神的にゆとりのない親や子育てや家庭教育に無関心な保護者が増

えている中で、本当に講座に参加してもらいたい保護者に教育、情報が届いていない現状にある。 

・ＰＴＡによる開催は、テーマや内容が身近な課題や興味のある題材で実施されており、参加者がそれを

具体的に家庭や地域に持ち帰ることができるため、今後も継続していく必要がある。また、近隣地域で

構成されているブロック単位で開催されていることから、地域での共通の課題の解決に向けた取組や

情報の共有化ができるため、家庭教育への支援を進める上での必要性は高い。しかし、参加者の拡大

が大きな課題となっていることから、市Ｐ連とともに実施日等の設定や周知方法について更に検討す

る。 

◎推進・促進 

 

 

事業名 

（事業予算） 
２４ 学校と地域の協働推進事業 （１，０７２千円） 

目的 
学校教育を充実させるため、学校教育に理解がある地域の人材をコーディネーターとして学校へ配

置し、教育活動の充実を図る。また、学校と地域との連携を図ることで、活力ある地域社会をつくる。 

実施内容 

・学校と地域の協働推進体制の構築に向けた推進事業委託の実施。 

・「学校と地域の協働推進コーディネーター」を６校へ各１名配置。 

 緑区：藤野小・内出中、中央区：淵野辺東小、共和中、南区：南大野小、東林中 

成果・効果 

平成２５年度からのコーディネーター配置６校では、地域の方々も対象としたイベント（映画会・狂言上

演）の実施、コーディネーター通信の発行、夏季休業日や休日の学習活動（夏季職場体験・土曜学習

教室）への協力など、地域の特色にあった新しい活動も実践された。 

評価・課題・ 

方向性 

地域教育力の効果的な活用や教育環境の充実が図られ、コーディネーター配置校から好評を得た。

今後、更に事業の拡充をめざす上で、コーディネーターによる実践及び成果の周知を図る。 

◎推進・促進 
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事業名 

（事業予算） 
２５ 地域教育力活用事業 （２，２４８千円） 

目的 

教育課程に位置付けられた教科・領域において、地域に在住する知識・経験の豊かな人を指導協力

者として依頼し、教育活動の創意工夫及び学習指導、実技指導者の充実を図り、地域と学校の連携を

深める。 

実施内容 

・各学校が地域に在住する知識・経験の豊かな人を指導協力者として依頼。 

・指導協力者には、謝礼として１単位時間（小学校４５分・中学校５０分）当たり、５００円の図書カードを配

付（各学校には教育委員会から最大４０回分を配付）。 

・図書カード配付に当たり、事前に活用予定枚数の調査を実施。 

成果・効果 

本事業により、子どもたちは多様な人々と関わり、様々な経験を重ね、現実としっかり結び付いた知識

を得ることができ、教育の質を高めることができた。指導協力者と直接関わることにより、子どもたちと地域

との結び付きも強まった。また、図書カード配付にあたり、事前に活用予定枚数の調査を実施したことに

より、より学校の実態に応じた配付ができた。 

評価・課題・ 

方向性 

学習指導要領において、体験活動の充実、伝統・文化に関する教育の充実などが示されており、地

域の教育力の活用が求められていることからも必要性の高い事業であり、また効果も高い。平成２６年度

から、土曜日や長期休業期間等を活用した教育課程外の活動を対象とする事業も行い、学校が新たな

地域の教育力を取り込めるよう支援する。 

◎推進・促進 
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Ⅶ 相模原市教育振興計画 主な施策の取組状況 

 

Ⅵに示した個別事業のほか、相模原市教育振興計画に掲げる主な施策ごとに、具体的な事業・

取組の状況を示し、計画の進行管理を徹底し、着実な推進を図ります。 

なお、「主な施策と事業」の事業名については、最新の事業の実施状況等を踏まえたものとし

ております。「主な取組状況等」に示す実績については、原則、平成２５年度のものを掲載して

います。 

 

＜学校教育＞ 

◆基本目標◆ 

広く世界に目を向け、自ら学び、ともに心豊かにたくましく生きる子どもを育成します 

 

 基基本本方方針針１１  社社会会のの変変化化をを踏踏ままええ、、生生ききるる力力をを育育むむ学学校校教教育育をを推推進進ししまますす。。  

主な施策と事業 主な取組状況等 

①幼稚園教育の促進 

 ＊私立幼稚園就園奨励補助 

 ＊認定こども園運営費等補助 

 

＊＜他部門において推進＞ 

＊＜他部門において推進＞ 

②就学前教育と小学校の連携 

 ＊幼・保・小連携推進事業 

 

＊連携教育実践協力校にて研究（各区１校） 

③少人数指導・少人数学級等の推進 

 ＊少人数指導等支援事業 

 ＊指導方法の改善研修 

 

＊＜１５ページ参照＞ 

＊実施せず 

④確かな学力の向上への取組み 

 ＊学校教育研究事業 

 ＊教育課程研究会の実施 

 

 ＊指導主事による学校訪問 

 

＊＜１６ページ参照＞ 

＊教育課程研究会の実施 

（平成２５年７月３１日、８月１日  

参加者：１，６４６人） 

＊計画訪問の実施、学校運営に関する指導・助言 

（幼稚園１園 小学校２３校 中学校１３校） 

⑤子どもを主体にした教育活動の推進 

 ＊中学校部活動技術指導者派遣事業 

 ＊中学校課外活動助成事業 

 

 ＊部活動技術指導者研修会 

 

＊中学校３３校へ延べ２，６２６人を派遣 

＊全中学校における課外活動への助成を実施 

（対象生徒：１５，１９６人） 

＊研修会の実施 

（平成２５年６月２３日、９月７日、１２月７日 

 参加者：７９人） 

⑥情報教育の推進 

 ＊マイＩＣＴブックの改訂 

 ＊イントラネット教材の充実 

 

＊情報モラルハンドブックを配布し、道徳での活用推

進 

＊学習用ソフトやタブレットＰＣを活用した、協働的

な学習を展開 

⑦体験学習の推進 

 ＊体験学習推進事業 

 ＊音楽、演劇鑑賞会の開催 

 

＊＜１４ページ参照＞ 

＊音楽鑑賞会（平成２５年６月１１日～１３日 対

象：全小学校５年生）、演劇鑑賞会（平成２５年５月

１４日、１５日 対象：全中学校１年生）の実施 

⑧体系的なキャリア教育の充実 

 ＊中学生職場体験の実施 

 

＊市内職場体験実施校３６校へ賠償責任保険料等の支

援を実施 

＊長期職場体験実施校１１校へ受入事業所の紹介等の

支援を実施 
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⑨学校体育や保健指導、食育の推進 

 ＊体育科準教科書の発行 

 ＊性教育の手引きの改訂 

 

  

＊食育推進事業 

 

＊「さがみっ子の体育」を発行し、小学生に配付 

＊小学４年生保護者、中学１年生保護者に配布するダ

イジェスト版を作成 

＊「性に関する指導の手引き 実践編」を作成 

＊相模原市小・中学校食育担当者会を１回実施 

＊相模原市栄養教諭連絡会を６回実施 

＊相模原市小・中学校食育担当者ネットワークグルー

プ協議会を４回実施 

⑩伝統文化の学習・継承の推進 

 ＊伝統文化の体験学習 

 

＊相模川ビレッジ「若あゆ」やふじの体験の森「やま

せみ」において、わら細工やうどん作りなどを実施 

⑪郷土を学ぶ活動の推進 

 ＊市内めぐりの実施 

 ＊小・中学校社会科副読本の発行 

 

＊小学校７２校で実施 

＊小学３年生、中学１年生に配付する副読本を発行 

⑫国際教育の推進 

 ＊外国人英語指導助手活用事業 

 ＊夏休み児童英会話教室の実施 

 ＊授業改善研究モデル校（外国語活動）の委託 

 ＊海外帰国児童及び外国人児童生徒教育推進事業 

 

＊全小・中学校及び市立幼稚園に配置 

＊希望する小学校に対してＡＬＴを配置 

＊小学校２校に研究委託 

＊海外生活経験のある児童・生徒の体験等を日常の教

育活動に生かす 

⑬人権教育の推進 

 ＊人権・福祉教育推進事業 

 

 

＊学校安全教育推進事業 

 

＊人権・福祉教育推進事業の委託（小・中学校各１校） 

＊人権・福祉教育実践事業の委託 

（小学校７１校、中学校３６校） 

＊全小学校にてＣＡＰワークショップを実施 

⑭児童・生徒指導の充実 

 ＊小・中連携教育推進事業 

 ＊児童・生徒指導の手引の改訂 

 ＊児童・生徒指導担当教員研修講座 

 

＊＜１４ページ参照＞ 

＊手引きを改訂し、全小・中学校へ配付 

＊研修講座を２回実施（受講者延べ２８２人） 

⑮学びの連続性を大切にした教育の推進 

 ＊小・中連携教育推進事業 

 ＊幼・保・小連携推進事業 

 

＊＜１４ページ参照＞ 

＊連携教育実践協力校にて研究（各区１校） 

 
基基本本方方針針２２  支支援援をを必必要要ととすするる子子どどもも一一人人ひひととりりのの教教育育的的ニニーーズズにに応応じじたた取取組組みみをを充充実実ししまますす。。 

主な施策と事業 主な取組状況等 

①統合保育の促進 

 ＊私立幼稚園障害児教育補助 

 

＊＜他部門において実施＞ 

②校内支援体制の構築 

 ＊特別支援教育事業 

 ＊介助員の配置 

 

 ＊支援教育ネットワークの整備 

 

＊＜１７ページ参照＞ 

＊臨時介助員を配置８１校（小学校５９校、中学校 

２２校）に配置 

＊相模原市支援教育ネットワーク協議会の開催 

③地域、専門機関等との連携の推進 

 ＊支援教育ネットワークの整備 

 ＊青少年・教育相談事業 

 

＊相模原市支援教育ネットワーク協議会の開催 

＊＜１６ページ参照＞ 

④外国人の子ども等への対応の充実 

 ＊日本語巡回指導講師派遣 

 ＊日本語指導等協力者派遣 

 

＊日本語巡回指導講師の派遣（２，４０１回） 

＊日本語指導等協力者の派遣（７１６回） 

⑤教職員研修の充実 

 ＊支援学級担任等研修講座 

 

＊特別支援学級新担任者研修講座の実施 

（５回 受講者延べ１８９人） 

＊支援教育コーディネーター研修の実施 

（３回 受講者延べ１３９人） 

⑥青少年・教育相談の充実 

 ＊青少年・教育相談事業 

 

＊＜１６ページ参照＞ 

⑦相談指導教室の充実 

 ＊相談指導教室事業 

 

＊市内９教室を設置・運営 
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⑧支援を必要とする子どもの安全への取組みの充実 

 ＊通学支援に関する情報提供 

 

＊通学支援に関する情報の整理及び提供の準備 

⑨いじめ、不登校や非行等への対応の充実 

  

  

  

  

  

＊児童・生徒指導担当教員研修講座 

 ＊児童・生徒健全育成事業 

 

＊子どもの健やかな学校生活等を支援するネットワー

ク会議の開催 

＊いじめ防止フォーラムの開催（１１月１７日） 

 参加者：１８１人 

＊いじめ相談ダイアルの設置 

＊研修講座の実施（２回 受講者延べ２８２人） 

＊＜１７ページ参照＞ 

⑩不登校児童・生徒等に対する通学区域の弾力化等の研究 

 ＊市内留学制度の研究 

 

＊研究中 

⑪学校間の交流・連携の推進 

 ＊小・中連携教育推進事業 

 ＊幼・保・小連携推進事業 

 

＊＜１４ページ参照＞ 

＊連携教育実践協力校にて研究（各区１校） 

＊リーフレット配布 

  

基基本本方方針針３３  学学校校教教育育のの充充実実にに向向けけたた人人材材のの確確保保とと育育成成をを進進めめまますす。。 
主な施策と事業 主な取組状況等 

①人材確保・育成の推進 

＊さがみ風っ子教師塾の運営 

 

 ＊人材確保のための大学訪問 

 

＊第４期卒塾生 ６９人（平成２５年６月） 

 第５期入塾生 ５９人（平成２５年１０月） 

＊７１回訪問 説明会に１，１９４名の学生が参加 

②教職員研究・研修の充実 

 ＊教職員研修事業 

 ＊教育研究発表大会の開催 

 ＊「さがみはら教育」の発行 

 

 

 

  

＊研究員研究の推進 

＊教育実践研究論文の募集と公表 

 

＊＜１８ページ参照＞ 

＊教育研究発表大会の実施（平成２５年８月２日） 

＊第１５５号 さがみはら教育のよさとは 

（平成２５年９月発行） 

第１５６号 共に学び共に育つための支援教育 

      ～認め合い、支え合う学級づくり～ 

（平成２６年３月発行） 

＊５つのテーマで研究を実施 

＊教育研究集録の発行（平成２５年６月） 

③校内研究・研修の充実 

 ＊私立幼稚園幼児教育調査・研究補助 

 ＊学校教育研究事業 

 ＊校内研究支援研修講座の実施 

 

＊＜他部門において推進＞ 

＊＜１６ページ参照＞ 

＊教育研究支援研修講座を実施 

④授業支援のための人員の配置 

 ＊外国人英語指導助手活用事業 

 ＊図書整理員の配置 

 ＊観察実験アシスタントの配置 

 

＊全小・中学校及び市立幼稚園に配置 

＊小学校７１校、中学校３６校に配置 

＊市立小学校３・４・５・６学年に配置 

⑤学校や教職員への支援の充実 

 ＊教育実践相談・学校経営相談の実施 

 ＊（仮称）多機能支援センターの検討 

 

＊指導主事等による指導・助言の実施 

＊総合学習センターの在り方検討委員会の実施 

⑥地域人材活用の推進 

 ＊学校支援ボランティアの研修・育成 

 

 ＊学校と地域の協働推進事業 

 ＊地域教育力活用事業 

 

＊学校支援ボランティア入門・実践講座開催（参加者

１３人） 

＊＜２６ページ参照＞ 

＊＜２７ページ参照＞ 

 
基基本本方方針針４４  子子どどもものの学学びびをを支支ええるる学学校校教教育育環環境境をを整整備備・・充充実実ししまますす。。  

主な施策と事業 主な取組状況等 

①安全で快適な施設・設備の整備 

 ＊学校施設の整備・改修 

 ＊学校のバリアフリー化の推進 

 

＊＜２０ページ参照＞ 

＊スロープ設置（小学校１校） 

②多様な教育への対応  
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＊少人数指導等支援事業 

 ＊特別支援教育事業 

 ＊教室の整備・確保 

＊＜１５ページ参照＞ 

＊＜１７ページ参照＞ 

＊特別支援学級の増設（１校） 

③子どもの安全対策の充実 

 ＊学校安全活動団体支援事業 

 ＊学童通学安全指導員の配置 

 

 ＊情報安全モラル教育の啓発 

 

＊見守り活動団体（５０団体）に対して助成 

＊学童通学安全指導員を９６箇所に配置 

＊ネットパトロールだよりを毎月発行し、学校への配

布及びホームページへの掲載 

＊出前講座による保護者・地域への啓発活動を２０回

実施 

④情報活用環境及び機器の整備 

 ＊校内ネットワーク環境の整備 

 ＊学校間ネットワークの管理・運用 

 ＊小・中学校コンピュータ教室の再整備 

 

＊校内ＬＡＮを活用し、教室内の無線ＬＡＮ環境を整

備 

＊e－ネットＳＡＧＡＭＩに文書管理機能を追加 

＊ＰＣ教室再整備（小学校２８校） 

⑤学校給食の充実 

 ＊（仮称）上溝学校給食センター施設整備事業 

 ＊小学校給食室の整備 

＊中学校完全給食推進事業 

 

＊＜１９ページ参照＞ 

＊＜１９ページ参照＞ 

＊３０校で実施 

⑥体験学習施設の整備・充実 

 ＊体験学習推進事業 

 

＊＜１４ページ参照＞ 

⑦学校の通学区域等の検討 

 ＊通学区域の見直し、統廃合の検討 

 

＊通学区域を変更するとともに、指定変更許可区域を

設定 

  

基基本本方方針針５５  地地域域にに根根ざざししたた特特色色ああるる学学校校運運営営ををめめざざししまますす。。 
主な施策と事業 主な取組状況等 

①開かれた学校づくりの推進 

 ＊学校ホームページの充実 

 

＊ホームページ作成に係る相談・助言 

②学校評価の推進 

 ＊学校評価システムの検証・改善 

 ＊公立学校要覧のホームページ掲示 

 ＊学校ホームページの充実 

 

＊学校改善支援システム「かがやき」研究会を実施 

＊小中学校分をホームページに掲載 

＊ホームページ作成に係る相談・助言 

③地域教育資源の活用  

 ＊地域教育力活用事業 

 ＊学校評議員制度 

 ＊学校支援ボランティアの活用 

 

＊＜２７ページ参照＞ 

＊全小・中学校に学校評議員を委嘱 

＊小学校７０校、中学校２７校で活用 

④施設開放と学社連携の推進 

 ＊学校開放委員会の設置・運営 

 

＊小学校５５校、中学校２７校で設置・運営 

⑤学校運営の弾力化等の研究 

 ＊学校教育研究事業 

 ＊学校評価システムの検証・改善 

 

＊＜１６ページ参照＞ 

＊学校改善支援システム「かがやき」研究会を実施 
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＜生涯学習・社会教育＞ 

◆基本目標◆ 

市民が生涯にわたり学び続け、いきいきと暮らす生涯学習社会を創造します 

 

基基本本方方針針６６  多多様様化化すするる学学習習ニニーーズズにに対対応応ししたた生生涯涯学学習習・・社社会会教教育育のの機機会会やや施施設設をを充充実実ししまますす。。 

主な施策と事業 主な取組状況等 

①多様な学習ニーズへの対応 

 ＊各種学級・講座の実施 

 ＊市民大学の実施 

 

＊＜２１ページ参照＞ 

＊＜２１ページ参照＞ 

②人権、国際理解、平和に関する学習機会の充実 

 ＊人権講演会の開催 

 

 

＊人権講演会の実施 

（平成２６年１月１５日 参加者１４４人） 

③施設の特色を生かした学習機会づくり 

 ＊学習施設・設備の提供 

 

 ＊図書館サービスの充実 

 

  

 

＊博物館ネットワークの推進 

 

＊宇宙教育普及事業 

 

＊３２公民館で学習の場を提供 

（施設利用率５８．７％） 

＊図書資料貸出者数 延べ８９５，１０１人 

＊学校支援図書セットの配送による貸出し（２０校 

３８回） 

＊雑誌スポンサー制度の開始（１３社３０誌） 

＊協働事業提案制度の活用により、「情報ネットワーク

事業」の内容検討・調整を実施 

＊＜２３ページ参照＞ 

④生涯学習・社会教育関連施設の計画的な整備 

 ＊公民館の計画的な改修 

 ＊図書館整備・機能充実の検討 

 

＊＜２２ページ参照＞ 

＊図書館の管理運営検討委員会の開催（２回） 

⑤企業・学校等の施設活用の促進 

 ＊生涯学習ルームの運営 

 

＊８校１４教室で運営、計１，７３９団体が利用 

⑥市民主体の施設運営の推進 

 ＊公民館運営協議会活動支援 

 ＊まちづくりセンターとの連携 

 

＊公民館運営協議会活動に助成（２７地区３２公民館） 

＊地区体育祭とふるさとまつりを同時開催 

⑦生涯学習・社会教育関連施設等のネットワーク化の推進 

 ＊生涯学習情報システムによる情報提供 

 ＊図書館ネットワークの推進 

 

＊「生涯学習のとびら」等ホームページでの情報提供 

＊図書館電算システムの更新（５月） 

  

基基本本方方針針７７  市市民民主主体体のの生生涯涯学学習習・・社社会会教教育育活活動動をを支支援援ししまますす。。 
主な施策と事業 主な取組状況等 

①相談体制の拡充 

 ＊生涯学習相談の実施 

 

＊生涯学習推進員の配置（１８人） 

②体験・交流活動の促進 

 ＊公民館青少年事業等の開催 

 

＊３０公民館で計２３２事業を実施 

③循環型の学習活動の仕組みづくり 

 ＊公民館のつどい等の開催 

 ＊市民主体の講座の実施 

 

＊公民館のつどい（参加者２４５人） 

＊女性学級・成人学級情報交換会（参加者４１人） 

＊高齢者学級研究集会（参加者１４６人） 

＊市民講座支援事業の実施 

④多様な機関との連携 

 ＊市民大学の実施 

 ＊まちかど講座の拡充 

 ＊研究機関等開放講座 

 

＊＜２１ページ参照＞ 

＊１３６講座を開催（受講者６，７５０人） 

＊４講座を実施（受講者１６２人） 

⑤学習成果の活用の仕組みづくり 

 ＊公民館まつり等の実施 

 ＊公民館報の発行等 

 

＊３０公民館で実施 

＊２４公民館・３公民館運営協議会で発行（年４～６

回） 

⑥指導者等の養成  
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 ＊地域活動のリーダーやコーディネーター等の養成講

座等の実施 

＊学校と地域の協働推進コーディネーター研修会の実

施（４回） 

⑦地域の学習支援ネットワークの形成 

 ＊学校と地域の協働推進事業 

 

＊＜２６ページ参照＞ 

⑧市民と行政による協働事業の推進 

 ＊まちづくりセンターとの連携 

 

＊地区体育祭とふるさとまつりを同時開催 

 
基基本本方方針針８８  ススポポーーツツ・・レレククリリエエーーシショョンン活活動動をを支支援援しし、、施施設設をを充充実実ししまますす。。 

主な施策と事業 主な取組状況等 

①市民のスポーツ・レクリエーション機会の充実 

 ＊スポーツ・レクリエーション推進事業 

 

  

 

＊スポーツ推進委員、指定管理者によるスポーツの普

及・啓発 

＊地域、企業などの自主的なスポーツ活動との連携 

 

＊スポーツ教室に助成（１事業４０，０００円以内） 

＊ファミリーバトミントン講習会を実施 

参加者：３５名 

＊スポーツ推進委員 ２７地区に計２５３人配置（定

数） 

＊スポーツネットワーク中学生セミナーを実施 

 （平成２６年３月１日 ４６人） 

②総合型地域スポーツクラブの育成支援 

 ＊総合型地域スポーツクラブ推進事業 

 

＊＜２４ページ参照＞ 

③健康づくり活動等との連携 

 ＊保健福祉分野と連携した市民ウォーキング大会等 

高齢者・障害者へのスポーツ普及・支援 

 ＊イベント開催時の啓発事業 

 

＊市民ウォーキング大会の開催 

 （平成２５年１１月３日 参加者５６４人） 

＊スポーツフェスティバルの開催 

（平成２５年１０月１４日 参加者６，０００人） 

 

④スポーツ活動団体等への支援 

 ＊地域の企業スポーツやトップアスリートへの支援に

よるスポーツのまちづくり事業 

 

 ＊青少年へのスポーツ普及・支援 

 ＊市体育協会などの専門性の高い競技団体への支援 

 

＊新たな相模原市ホームタウンチームとしてノジマス

テラ神奈川相模原を認定（平成２６年３月） 

＊友好都市少年海外スポーツ交流事業を実施 

＊市体育協会等及び市体育協会に加盟する２７団体に

助成 

⑤指導者の派遣の充実 

 ＊指導者の把握と派遣制度の検討 

 

 ＊指導者の育成のための取組み 

 

 ＊地域のスポーツ指導者と学校運動部活動との連携 

 

＊神奈川県体育センターで登録・紹介している制度を

活用 

＊スポーツ指導者講習会「スポーツセミナー」を実施 

 （全２回 受講者 計７５人） 

＊中学校部活動技術指導者派遣事業を実施 

⑥スポーツ活動・施設の広報活動の充実 

 ＊スポーツの活性化を促進するための情報提供の充実 

 

 

 

 

＊「観るスポーツ」等の機会を活用したＰＲ活動 

 

＊市役所本庁舎に横断幕を設置 

 ソチオリンピック スケート・ショートトラック競技

坂下里士選手応援幕 

世界水泳選手権大会飛込競技坂井丞選手応援幕 

ホームタウンチーム応援幕 

＊ジャパンオープン２０１３（競泳）を共催 

 平成２５年５月２４日～２６日  

入場者：１０，４２６人 

 市民招待を実施 計５８０人 

⑦既存施設の活用 

 ＊学校体育施設等開放事業 

 ＊地域、学校、企業等との連携によるスポーツ施設の有

効活用 

 

＊小学校７２校、中学校３７校で実施 

＊株式会社ノジマとノジマ相模原ライズのネーミング

ライツ契約により、同社のグラウンドをノジマ相模

原ライズの練習用に提供 

⑧スポーツ・レクリエーションの整備・充実 

＊相模原麻溝公園競技場の施設整備事業 

 ＊トイレ等の衛生環境の向上や日除けの設置などによ

るスポーツ施設の環境整備事業 

  

 

＊第２競技場を整備 

＊小原プールに日除け２基を設置 
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基基本本方方針針９９  市市民民ととのの協協働働にによよるる文文化化財財のの保保存存とと活活用用をを進進めめまますす。。 
主な施策と事業 主な取組状況等 

①文化財保存の推進 

 ＊文化財の指定・登録 

 ＊埋蔵文化財の開発調整 

 

＊＜２５ページ参照＞ 

＊土地開発時の試掘調査等の指導（５２１件） 

②民俗芸能の継承者の育成 

 ＊民俗芸能大会への支援 

 

＊民俗芸能大会への支援 

（平成２６年３月２日開催） 

③文化財の調査研究と情報発信の充実 

 ＊文化財調査・普及員の育成 

 

＊文化財調査・普及員研修（参加者 ６２８人） 

④学習機会の充実 

 ＊史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館事業 

 ＊古民家園文化財普及事業 

 ＊史跡勝坂遺跡公園活用事業 

 ＊文化財めぐりの推進 

 

＊＜２５ページ参照＞ 

＊＜２５ページ参照＞ 

＊＜２５ページ参照＞ 

＊文化財めぐりの実施（３回 参加者 ７４人） 

⑤博物館ネットワークの構築  

 ＊博物館ネットワークの推進 

 

＊協働事業提案制度の活用により、「情報ネットワー

ク事業」の内容検討・調整を実施 

⑥文化財関連施設の整備・充実 

 ＊勝坂遺跡保存整備事業  

 

 

 

＊小原宿本陣保存整備事業  

 

＊旧中村家住宅保存整備事業 

 

＊毎月第２日曜を中心にイベント開催。また、勝坂遺

跡縄文まつりを開催 

＊平成２３・２４年度に下段部で発掘調査した自然遺

物の鑑定が終了 

＊小原宿本陣保存整備協議会の開催（２回） 

＊小原宿本陣整備に係る基本設計書を作成 

＊長屋門から新たな近世史料が発見されたため、基礎

目録を作成 

 
 
＜家庭・地域の教育＞ 

◆基本目標◆ 

家族や郷土を愛し、ともに心豊かに暮らす地域社会の形成に向けて、家庭や地域の教育力を

高めます 

 

基基本本方方針針１１００  子子どどもものの健健ややかかなな成成長長をを支支ええるる家家庭庭教教育育力力のの向向上上をを促促進進ししまますす。。 
主な施策と事業 主な取組状況等 

①親子のふれあいの充実 

 ＊家庭教育啓発事業 

 ＊若あゆ食農体験クラブの実施 

 

＊若あゆチャレンジ教室の実施 

 

 ＊やませみ自然体験スクールの実施 

  

 

＊＜２６ページ参照＞ 

＊若あゆ食農体験クラブの実施 

 （全８回 ２４家族 ８０人） 

＊若あゆチャレンジ教室の実施 

（１回 ２８家族６２人） 

＊やませみ自然体験スクールの実施 

（３回 延べ１２家族４０人） 

②学習機会や情報提供の充実 

 ＊子育てガイドの発行 

 ＊子育て学習講座の実施 

 

＊＜他部門において推進＞ 

＊２１公民館で５３講座を実施 

③相談体制の充実 

 ＊青少年・教育相談事業 

 

＊＜１６ページ参照＞ 

④子育て支援の充実 

 ＊ふれあい親子サロン 

 ＊私立幼稚園預かり保育事業の促進 

 ＊児童・生徒就学費援助 

 

＊＜他部門において推進＞ 

＊＜他部門において推進＞ 

＊児童５，４３０人、生徒２，９６８人の保護者に対
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して就学経費を援助 

⑤地域に開かれた幼稚園づくりの促進 

 ＊私立幼稚園地域子育て支援推進事業補助 

 

＊＜他部門において推進＞ 

 

⑥家庭教育や子育てへの支援 

 ＊地域子育て支援事業委託 

 ＊青少年・教育相談事業 

 

＊＜他部門において推進＞ 

＊＜１６ページ参照＞ 

 
基基本本方方針針１１１１  地地域域全全体体でで子子どどももをを見見守守りり、、育育ててるる活活動動をを支支援援ししまますす。。 

主な施策と事業 主な取組状況等 

①地域力の活用 

 ＊学校と地域の協働推進事業 

 ＊学校安全活動団体支援事業 

 

＊＜２６ページ参照＞ 

＊見守り活動団体（５０団体）に助成 

②子どもの居場所づくりの充実 

 ＊放課後子どもプラン推進事業 

 ＊こどもセンターの運営 

 

＊＜他部門において推進＞ 

＊＜他部門において推進＞ 

③指導者等の養成 

 ＊青少年指導員活動の推進 

 ＊学校支援ボランティアの研修・育成 

 

＊＜他部門において推進＞ 

＊学校支援ボランティア入門・実践講座開催（参加者

１３人） 

④青少年活動の推進 

＊子どもまつり等公民館青少年事業の開催 

 

＊２９公民館で子どもまつり等を実施 

 
基基本本方方針針１１２２  郷郷土土をを学学びび、、郷郷土土にに親親ししむむ活活動動をを促促進進ししまますす。。  

主な施策と事業 主な取組状況等 

①体験・学習機会の充実 

 ＊体験学習推進事業 

 ＊文化財めぐりの推進 

 ＊史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館事業 

 ＊古民家園文化財普及事業 

 

＊＜１４ページ参照＞ 

＊文化財めぐりの実施（３回 参加者 ７４人） 

＊＜２５ページ参照＞ 

＊＜２５ページ参照＞ 

②地域文化の振興 

 ＊文化財研究協議会への支援 

 ＊民俗芸能保存協会への支援 

 

＊文化財研究協議会に助成 

＊民俗芸能保存協会に助成 

③情報発信の充実 

 ＊文化財展への支援 

 

＊文化財展の開催（平成２６年２月１４日～１６日） 
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Ⅷ 教育委員・教育委員会の活動状況 

 
教育行政については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律により教育委員会の職務権

限が規定され、その運営は同法に基づき選任される教育委員の合議によって行われています。 

本市では、５人の教育委員が議会の同意を経て市長に任命され、教育行政を担っています。 

ここでは、平成２５年度における教育委員・教育委員会の活動状況について報告します。 

≪教育委員会委員≫ 

職  名 氏  名 任      期 

委 員 長 小 林 政 美 自 平22．10．1 至 平26．9．30 

委員長職務代理者 大 山 宜 秀 自 平23．10．1 至 平27．9．30 

委      員 
田 中 美奈子 自 平24．10．1 至 平28．9．30 

福 田 須美子 自 平25．10．1 至 平29．9．30 

教 育 長 岡 本   実 自 平24．10．1 至 平28．9．30 

 
１ 教育委員会の会議の状況 

 
  教育委員会の会議は、原則として毎月開催する定例会のほか、臨時会を５回開催し、 

平成２5年度は合計で１７回開催しました。 

（回）  

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 

定例会 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

臨時会 - 1 1 - - - 1 - - - - 2 5 

 
  会議では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条及び相模原市教育委員会教育

長に対する事務委任等に関する規則（昭和３７年相模原市教育委員会規則第４号）第２条の規

定に基づき、合計で84件について審議しました。また、審議案件のほか、請願・陳情審査（７

件）、報告事項（４２件）についても取り扱いました。 

 

事項 条 例 規 則 訓 令 人 事 予 算 その他 

件数 9 15 0 29 5 26 

 
  会議は原則公開で行い、平成２５年度の傍聴者数は５２人となっています。会議録について

は、行政資料コーナーや市ホームページで公開しています。 

また、会議のほかに、教育委員会事務局各課・機関の取組などを協議する協議会を随時実施

しています。 
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２ 教育委員の活動状況 

 

教育委員は会議への出席のほかに、協議を深め、課題を整理する場としての協議会、直面す

る行政課題や将来展望を論ずるための研修会、学校をはじめとする教育機関の視察や各種式典、

行事等への参加を中心に活動しました。 

 

【視察関係】 

 

○若あゆ食農体験クラブ（5/１１ 他） 

 ○点検・評価に係る教育機関の視察（４/１１ 他） 
     富士見小学校、青少年相談センター 

相模原ライズハウス、史跡田名向原遺跡 

旧石器時代学習館、発達障害支援センター、 

総合学習センター 

○小中学校視察（５/１６ 他） 

○研究委託校研究発表会（１０/２～１/２４） 
  並木小学校・相原小学校・大野北中学校 
   相模丘中学校・相原中学校・大野台中央小学校 

   上溝南中学校・淵野辺東小学校・光が丘小学校 

   相模台小学校・川尻小学校 他          

 

【式典関係】 

 

○市内小・中学校の入学式・卒業式・ 

周年記念式典等（随時）  

 ○教職員辞令交付式（４/１・３/３１）      他 

 

【その他行事】 

 

 ○神奈川県市町村教育委員東日本大震災被災地子ども

支援実行委員会（４/２１ 他） 

○神奈川県市町村教育委員会連合会総会（４/１０） 

 ○指定都市教育委員・教育長協議会（６/１３ 他） 

 ○市教育研究発表大会（8/２） 

○市小・中学校教育課程研究会（７/３１～８/１） 

○市公民館連絡協議会との意見交換会（1０/１８） 

○さがみ風っ子教師塾入塾式（10/１２） 

○さがみ風っ子文化祭開催セレモニー（10/２７） 

○市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会との意見交換会 

（1１/１９） 

○市公民館のつどい（2/１） 

○市ＰＴＡ研究集会（2/２２）       他 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

【市立小学校の視察の様子】 

【市立中学校の視察の様子】 

【青少年相談センター職員との意見交換会の様子】 



３ 平成２５年度 教育委員の活動後記 
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着々と蓄積される教育財産 

～共に楽しく学ぶ子どもを求めて～ 

         委員長 小 林 政 美 

 

 １０月から１２月にかけて、市内の各学校では、授業公開と共に研究発表会が連日の

ように行われ、子どもたちの学ぶ姿や、先生方の授業改善の取組の様子や地域との連携

等について触れることができます。また、教育委員会が採択した教科書が授業でどう生

かされているのかを確認する良い機会でもあり、相模原教育のこれからを見据える重要

な時期と思っています。私たち教育委員は、まず「教育の現実の姿を」ということで、

学校へは特に足を運んでまいりました。そこでは次のような姿が見られました。 

 

（１）練られた授業 

先生自ら精魂込めて作った教材を使っての授業では、子どもたちは探究する意欲と

共に学びわかる喜びを得られ、美しい文章と心の底に届く言葉の重なりに触れ、好奇

心いっぱいに輝く瞳に満ちていました。また、発達段階に応じて教材が練られ、知識

を順序良く習得できる丁寧な授業が、互いに向き合い、共に学び合える安心した人間

関係のもとで展開されていました。 

 

（２）研究への取組体制 

   多くの学校では、研修を大切にし、互いに授業を見せ合い、教え合うチームワー

クの良さが見られ、常に子どもたちの実態と本音を踏まえた研究姿勢がありました。 

また、保護者や地域の結び付きを重視し、地域の方々やボランティアが、学習場面

によく登場し、また小・中学校の先生の交換授業や行事の交流をはじめ、学習習慣や

児童生徒指導の方針も共有する等、小・中連携に力を入れている様子が見られました。 

 

（３）教科書の扱い 

   教科書は発展学習として、脇道探検を子どもたちが楽しめるよう、そのルートづ

くりに生かされていました。また、子どもたちが「なぜだろう？」から好奇心につ

ながるよう、学習への動機付けとしてや、子どもたちが確固たる基礎力を付けるた

めの鍛錬用としても活用されるなど、場面に応じた柔軟な扱いが見られました。 

 

（４）おわりに 

このような教育活動の現実の背景には、先生方が黙々と教育実践に取り組める綿密

に企画された研修があります。また、学校が研究方法を編み出し実践することに対し、

教育行政のしっかりした支援があると思います。課題となっているいじめや暴力問題

などに対する有効な対応の糸口は、こういった毎日の教育の姿勢の中にこそあるので

はないかと思います。 

 

こばやし・まさみ 

城山町立中沢中学校長、 
旧津久井町教育委員会教

育長を経て、現職 



- 39 - 

平成２５年度の活動を振り返る 

－新たな時代に向けてのさがみはら 

教育の推進－ 

 委員長職務代理者 大 山 宜 秀      

 

 今年度も公開授業、点検評価などで、教育関係の施設を訪問してお話を伺いました。 

 「学校医は学校へ行こう！」という本があります。学校医が学校に出向き、様々なこ

とを見て聞いて感じて、それを生かして子どもたちを守り育てて欲しいという趣旨の啓

発書です。これに倣い「教育委員は学校と関連施設に行こう！」と言いましょうか。教

育現場を直接見て、意見交換をすることは、委員にとって貴重な体験となります。 

 

（１）小山公民館の施設改修事業 

   昨年改修前に訪れましたが、内外装が見違えるほど変わり、スペースも広くなり、

照明設備も更新され明るくなり利用者の利便性に適うものとなりました。笑顔溢れ

説明されていた関係者の様子から、利用者の喜びは容易に想像できます。今後、順

次他の老朽化した公民館が計画に基づき改修事業の対象になっていくことでしょう。 

 

（２）夏のやませみ自然体験スクール 

   昨年７月、教育委員一同で参加し、４０名ほどの小中学生とそのご家族の方々と

１日川遊び等で楽しみました。体験学習は子どもたちの学びにとって貴重な機会と

なり、多大な効果を上げています。小生の診療所のかかりつけの子どもたちに聞く

と必ず「楽しかった」と皆が答えます。学校生活の思い出として、子どもたちの脳

裏に刻まれていると思います。この事業は地元の方々の協力なくしては成り立たな

い事業です。感謝の気持ちは忘れないようにして欲しいと思います。 

 

（３）上溝学校給食センター施設見学 

   近代的な設備での給食の提供をはじめ、食物アレルギー対応ができる環境整備、

災害時の炊き出し機能を有し、今後のモデルとなる施設です。学校給食は食育の大

きなウェイトを占める実践の場です。また、学校生活管理指導表に基づく食物アレ

ルギー対策について、市は早くから取り組んできました。給食環境施設整備、特に

食物アレルギー対応のそれは、学校現場でのソフト面の対応と共に喫緊の課題です。 

 

（４）おわりに 

   この春策定された「さがみはら未来をひらく学びプラン後期実施計画」及び「新・

相模原市支援教育推進プラン中期改訂版」は、新しい時代に即したさがみはら教育

のめざす目標としてすばらしい内容となっています。今後、本市での教育行政の指

針として着実に施策が実行され、子どもたちの健やかな育成のため、事業のより一

層の推進が図られることを願います。

 

おおやま・よしひで 

医師。大山小児科院長。 
医療法人相慶会理事長、

相模原市医師会副会長を

歴任 
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平成２５年度の活動を振り返って 

      教育委員 田 中 美奈子  

 

 

 相模原市教育委員会は、小林委員長や溝口前委員長のもと、常に現場を見ようという

方針で活動してきましたので、平成２５年度は、自分なりに教育委員としてできる限り、

学校での研究発表等に出席するよう努めました。 

 

（１）学校を訪問して 

   どの学校を訪問しても、現場の先生方が子どもたちに真摯に向き合い、どう導い

ていけば子どもたちの成長につながるかを考え、悩み、同僚の先生方と協力し、そ

の結果子どもたちと共に先生方も成長なさっている姿を拝見できました。指導を受

けた子どもたちが先生を信頼していきいきと学習活動している姿に、親の立場とし

て嬉しく思いました。また、外部からの来客対応にＰＴＡが協力している学校もあ

り、学校と保護者との連携を心強く感じました。それぞれの学校の特色を生かした

学習体験の中で、これから社会へはばたく子どもたちが生きる力を身に付けてくれ

ることが期待できました。 

 

（２）支援教育と小学校の英語教育の現場を見て 

   学習支援の必要な子どもたちへの支援教育に力を入れている学校を訪問させてい

ただきました。支援教育支援員と支援教育コーディネーターとの連携に始まり、担

任の先生との連携、更に家庭との連携も支援シート等を上手く活用し、子どもにと

って何が必要かを周りの人が皆で理解するという、長年研究されたノウハウを生か

した活動をしていらっしゃいました。また、英語教育を全学年で取り入れている小

学校では、子どもたちの英語教育の導入について、先生方全員がお互いに勉強会を

開き、研修し、まずは自らということで大変熱心に勉強し、研究されていて、それ

により子どもたちは無理なく英語に親しむことができ、すばらしいと思いました。 

 

（３）小中学校の連携 

   今、小中学校の連携が始まっています。小学校で上記のような力を付けた子ども

たちの受け手である中学校では、更にステップアップできるような仕組みが必要な

のではないかと感じました。子どもについての情報はもちろん、子どもを支援する

方法についても情報交換をし、生かしていくことが必要だと思いました。特に英語

教育や支援教育については、小学校からの流れを中学校での教育活動につなげてい

くことで、中１ギャップなどの対応にもなるのではと思いました。 

 

 平成２５年度の活動を振り返り、平成２６年度の活動へつなげていきたいと思います。 

たなか・みなこ 

県ＰＴＡ協議会常任理事、

市立大野南中学校ＰＴＡ

会長、市立小中学校ＰＴＡ

連絡協議会会長を歴任 
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よりよい教育を求めて 

      教育委員 福 田 須美子  

 

 

平成 25 年 10 月に教育委員に就任し、市内の多くの小中学校で取り組まれている研

究授業の視察から活動を開始しました。 

 

（１）学び続ける教師 

   教育現場を見学することで、児童生徒の活気ある学びの様子、教師の適切な指導

を確認できたことは幸いでした。ある中学校では、「先進的教育研究」に挑戦し、「確

かな学力を基礎とした生きる力の育成」という目標に沿って、「気づき・考え・お互

いに表現し合う」というテーマで授業公開がなされ、「習得から活用へ」というプロ

セスに参加型授業の一定の成果を見ることができました。また、ある小学校では「特

色ある学校教育研究事業」の中間発表が行われ、「聴くこと・話すことの学習を通し

て豊かな心を育む」という目標に向け、10分間の「トークタイム」等のカリキュラ

ム上の工夫や、児童の発言を喚起する独自の授業方法上の改善が見られました。  

   研究指定校を中心に市内の小中学校では授業研究が熱心に行われ、教師同士の学

び合い・協働の中で学び続ける教師が多く、特に若手の先生の意欲に導かれ子ども

たちが積極的に授業に参加している姿が見られたことは、「さがみはら教育」の将来

に期待が持てる嬉しい体験でした。 

 

（２）子どもたちに確かな学力を 

今日 21 世紀を生き抜くための学力のひとつとして「言語活動の充実」 というこ

とが課題になっていますが、例えば言葉の教育に関連して、小学校で本に親しみ自ら

進んで聞く・話す・読む力を身に付け、中学校では自分の考えや意見を書く・表現す

る方向へと発展的に力を付けていくような義務教育全体での体系的な学びができる

よう連携研究を盛んにし、その結果として子どもたちに確かな学力を保障することが

望まれます。 

 

（３）地域で育つ子どもたち 

   いくつかの小中学校の卒業証書授与式に参加しましたが、そこでは、地域の多く

の方々の見守りの中で子どもたちが着実に成長していることを実感することができ

ました。答辞の中で、地域の方々との交流に感謝を述べる卒業生、そしてそこに注

がれる温かいまなざしに、まだ確かに存在する地域の教育力を見出しました。幸い

相模原には住民の手による公民館活動の伝統があります。学校と公民館との連携等

により地域ぐるみで子どもたちの体験活動を育て、そうした学びが生きる力の育成

へと繋がっていくことを願い、私自身も委員として努力していきたいと思います。 

ふくだ・すみこ 

相模女子大学・学芸学部子

ども教育学科教授。相模原

市社会教育委員を歴任 
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Ⅸ 参考資料 

 

参考資料１ 

 

平成２６年度 相模原市教育委員会点検・評価実施要領 

 

 

１ 目的 

相模原市教育委員会の点検・評価は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和３１年

法律第１６２号)第２７条の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況

についての点検及び評価(以下「点検・評価」という。)を行い、その結果に関する報告書を作成

し、これを議会に提出するとともに公表することを通して、効果的な教育行政の推進に資すると

ともに、市民への説明責任を果たし、教育委員会の責任体制の明確化を図ることを目的とする。 

 

２ 対象期間 

平成２５年度(平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで) 

 

３ 実施内容等 

（１）取組体制 

教育行政調整会議を中心に事務作業を進め、その内容は、教育委員協議会等を通じて作成し、

教育委員会定例会にて決定する。 

（２）構成 

相模原市教育委員会点検・評価結果報告書(以下「結果報告書」という。)は、主に次に掲げ 

る事項で構成する。 

ア 平成２５年度「さがみはら教育」の主な動向 

    平成２５年度の「さがみはら教育」の主な動向について報告するもの 

イ 教育委員・教育委員会の活動状況 

    教育行政の中心的な役割を担う教育委員の活動や会議について、平成２５年度の状況を報

告するもの 

ウ 点検・評価結果 

    相模原教育振興計画の基本目標ごとに、点検・評価の結果を報告するもの 

    エ 学識経験を有する方々からの主なご意見 

    点検・評価を行う際の視点や報告書の構成について、学識経験を有する方からの意見を掲

載するもの 

オ 成果指標と個別事業ごとの点検・評価結果 

    成果指標の数値の推移、個別事業ごとの点検・評価結果を、相模原市教育振興計画の施策

体系に基づき報告するもの 

（３）点検・評価等の実施方法 
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  ア 教育委員・教育委員会の活動状況 

    教育委員自らがより積極的に情報発信を行い、説明責任を果たすため、教育委員による活 

動後記を含めるものとする。 

  イ 個別事業ごとの点検・評価結果 

    実施事業等に関する点検・評価を行うに当たっては、教育委員による視察とヒアリングを 

経るものとする。 

（４）学識経験者の知見の活用 

ア 点検・評価を行うに当たって、２名以上の教育に関し学識を有する方の知見を活用する。 

イ 学識経験者の意見の聴取 

    点検・評価等を行うに当たって学識経験者と教育委員等との意見交換を行い、学識経験者 

の知見を点検・評価等に生かすものとする。聴取した意見は結果報告書に掲載する。 

 

４ 点検・評価結果 

（１）決定 

   平成２６年７月開催予定の教育委員会定例会において決定する。 

（２）報告 

   決定された結果報告書は、平成２６年９月市議会定例会に提出する。 

（３）公表 

   決定された結果報告書は、相模原市ホームページにて公表するとともに、市行政資料コーナ

ー等において市民の閲覧に供する。 

 

５ 適用 

  この要領は、平成２６年度における相模原市教育委員会の点検・評価に適用する。 

 

６ その他 

（１）教育委員会の点検・評価に係る庶務は、教育局教育総務室で処理する。 

（２）この要領に定めるもののほか、教育委員会の点検・評価の実施に関し必要な事項は、必要に

応じて教育委員協議会で協議の上、教育局長が別に定める。
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参考資料２ 

   

 平成２６年度 相模原市教育委員会点検・評価結果報告書 作成経過 

 

経      過 内     容 

平成２６年３月１４日 教育委員視察① ＜視察先＞ 

大野南中学校、麻溝公園第２競技場、

市立図書館 

平成２６年４月１０日 教育委員視察② ＜視察先＞ 

夢の丘小学校、緑が丘中学校、博物館、

青少年相談センター、小山公民館 

平成２６年５月１日 個別事業 

教育委員ヒアリング① 

＜ヒアリング対象課＞ 

相模川自然の村野外体験教室、文化財

保護課、学校保健課、学校施設課、学

務課、図書館、博物館、学校教育課 

平成２６年５月１５日 個別事業 

教育委員ヒアリング② 

＜ヒアリング対象課＞ 

スポーツ課、総合学習センター、生涯

学習課、教職員課、青少年相談センタ

ー 

平成２６年５月２６日 

 

学識経験者との意見交換会 点検・評価を行う際の視点等について

意見交換 

平成２６年６月１１日 教育委員協議会 点検・評価結果について協議 

平成２６年７月１５日 教育行政調整会議 最終案決定 
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参考資料３ 

 

 平成２５年度 相模原市教育委員会議案一覧 

 

(平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日) 

議案番号 

※暦年 
議    案   名 

議案第２３号 
東日本大震災に伴う公の施設の利用料金及び使用料の還付の特例に関する規則を廃止

する規則について 

議案第２４号 相模原市奨学金条例施行規則の一部を改正する規則について 

議案第２５号 教育財産の取得の申出について 

議案第２６号 相模原市スポーツ推進委員の人事について 

議案第２７号 相模原市立中学校教職員の人事について 

議案第２８号 工事計画の策定について 

議案第２９号 相模原市立中学校給食検討委員会委員の人事について 

議案第３０号 相模原市就学指導委員会委員の人事について 

議案第３１号 相模原市スポーツ推進審議会委員の人事について 

議案第３２号 相模原市立公民館長の人事について 

議案第３３号 相模原市立中学校給食にかかわる諮問について 

議案第３４号 相模原市立中学校教職員の人事について 

議案第３５号 平成２６年度教科用図書の採択における採択地区について 

議案第３６号 相模原市児童生徒等災害見舞金審査委員会委員の人事について 

議案第３７号 相模原市社会教育委員の人事について 

議案第３８号 相模原市スポーツ推進審議会委員の人事について 

議案第３９号 相模原市立図書館協議会委員の人事について 

議案第４０号 相模原市職員の給与の特例に関する条例について 

議案第４１号 平成２６年度相模原市立小学校で使用する教科用図書の採択について 

議案第４２号 平成２６年度相模原市立中学校で使用する教科用図書の採択について 

議案第４３号 
平成２６年度相模原市立小学校及び中学校の特別支援学級で使用することができる教

科用図書の採択について 

議案第４４号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

議案第４５号 相模原市諸収入金に対する延滞金徴収条例等の一部を改正する条例について 

議案第４６号 相模原市岩本育英奨学基金条例について 

議案第４７号 平成２５年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算の補正について 

議案第４８号 相模原市児童生徒等災害見舞金審査委員会委員の人事について 

議案第４９号 相模原市スポーツ推進委員の人事について 

議案第５０号 県費負担教職員の管理職への再任用の基本方針について 

議案第５１号 平成２７年度使用教科用図書の採択における採択地区について 
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議案第５２号 相模原市社会教育委員の人事について 

議案第５３号 相模原市スポーツ推進審議会委員の人事について 

議案第５４号 相模原市公文書管理条例について 

議案第５５号 相模原市職員定数条例の一部を改正する条例について 

議案第５６号 指定管理者の指定について 

議案第５７号 指定管理者の指定について 

議案第５８号 指定管理者の指定について 

議案第５９号 指定管理者の指定について 

議案第６０号 平成２５年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算の補正について 

議案第６１号 相模原市岩本育英奨学金規則について 

議案第６２号 相模原市奨学金条例施行規則の一部を改正する規則について 

議案第６３号 相模原市立小中学校結核対策委員会委員の人事について 
議案第６４号 相模原市立博物館協議会委員の人事について 

議案第６５号 相模原市教育委員会非常勤特別職職員の報酬に関する規則の一部を改正する規則につ

いて 

議案第６６号 学校教育法施行細則の一部を改正する規則について 

議案第６７号 相模原市スポーツ推進委員の人事について 

議案第 １号 相模原市社会教育委員の人事について 

議案第 ２号 歴史的公文書選別基準にかかわる諮問について 

議案第 ３号 平成２５年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算の補正について 

議案第 ４号 平成２５年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算の補正について 

議案第 ５号 平成２６年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算について 

議案第 ６号 相模原市いじめ防止基本方針について 

議案第 ７号 附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第 ８号 相模原市立学校給食センター条例の一部を改正する条例について 

議案第 ９号 相模原市社会教育委員条例について 

議案第１０号 相模原市立公民館条例の一部を改正する条例について 

議案第１１号 相模原市立公民館条例の一部を改正する条例の一部を施行期日を定める規則について 

議案第１２号 相模原市立図書館協議会委員の人事について 

議案第１３号 相模原市立公民館長の人事について 

議案第１４号 
相模原市文化財の指定及び登録並びに相模原市登録文化財及び旧藤野町指定重要文化

財の解除にかかわる諮問について 

議案第１５号 さがみはら未来をひらく学びプラン後期実施計画について 

議案第１６号 新・相模原市支援教育推進プラン中期改定版について 

議案第１７号 相模原市立中学校給食検討委員会規則の一部を改正する規則について 

議案第１８号 教育財産の取得の申出について 

議案第１９号 工事計画の策定について 
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議案第２０号 相模原市スポーツ推進審議会委員の人事について 

議案第２１号 相模原市教職員健康審査会委員の人事について 

議案第２２号 相模原市スポーツ推進委員の人事について 

議案第２３号 平成２６年度相模原市社会教育関係団体への補助金の交付にかかわる諮問について 

議案第２４号 平成２６年度相模原市スポーツ団体事業費補助金の交付に係る諮問について 

議案第２５号 相模原市岩本育英奨学金奨学生の決定について 

議案第２６号 相模原市奨学金奨学生の決定について 

議案第２７号 相模原市立小学校及び中学校教職員の人事について 

議案第２８号 相模原市教育委員会職員の人事について 

議案第２９号 相模原市教育委員会公文書管理規則について 

議案第３０号 相模原市立小学校及び中学校公文書管理規則の一部を改正する規則について 

議案第３１号 相模原市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則について 

議案第３２号 相模原市子どものいじめに関する審議会規則について 

議案第３３号 相模原市子どものいじめに関する調査委員会規則について 

議案第３４号 相模原市子どものいじめに関する調査委員会委員の人事について 

議案第３５号 相模原市社会教育委員会議規則について 

議案第３６号 非常勤の図書館相武台分館長に対する事務委任規則について 

議案第３７号 教育財産の公用廃止について 

議案第３８号 相模原市立小中学校結核対策委員会委員の人事について 

議案第３９号 相模原市スポーツ推進委員の人事について 
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